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（審査委員の報告）

第 13 条 審査委員は，審査が終了したときは，直ちにその結果を教授会等に報告しなければなら

ない。

（学位授与の議決）

第 14 条 学位の授与は，教授会等の出席者の 3 分の 2 以上の賛成がなければならない。 

（研究科長の報告）

第 15 条 教授会等において，学位を授与できる者と議決したときは，研究科長は，学位論文の審

査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨等を総長に報告しなければならない。

2 教授会等において，第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請した者に対して，学位を授与

できない者と議決したときは，研究科長は，博士論文の審査及び学力の確認の結果の要旨を総長

に報告しなければならない。ただし，第 12 条の 2 の規定により学力の確認を行わないときは，

その確認の結果の要旨は，報告することを要しない。

（学位の授与）

第 16 条 総長は，前条第 1 項の規定による報告に基づいて，学位を授与できる者と認めたときは，

学位を授与するものとする。

2 総長は，前条第 2 項の規定による報告に基づいて，学位を授与できない者と認めたときは，そ

の旨を本人に通知するものとする。

（論文要旨等の公表）

第 17 条 総長は，前条第 1 項の規定により博士の学位を授与したときは，当該学位を授与した日

から 3 月以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をイ

ンターネットを通じて公表するものとする。

（学位論文の公表）

第 18 条 博士の学位を授与された者は，授与された日から 1 年以内に，当該博士論文の全文を公

表しなければならない。ただし，学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない理由がある場合には，研

究科長の承認を受けて，当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することが

できる。この場合において，当該研究科長は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するもの

とする。

3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は，別に定めるところによりイン

ターネットを通じて行うものとする。

4 第 1 項の規定により公表する場合は当該博士論文に「東北大学審査学位論文（博士）」と，第 2

項の規定により公表する場合は当該博士論文の要旨に「東北大学審査学位論文（博士）の要旨」

と明記しなければならない。
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（審査委員の報告） 

第 13 条 審査委員は，審査が終了したときは，直ちにその結果を教授会等に報告しなければなら

ない。 

 
（学位授与の議決） 

第 14 条 学位の授与は，教授会等の出席者の 3 分の 2 以上の賛成がなければならない。 

 
（研究科長の報告） 

第 15 条 教授会等において，学位を授与できる者と議決したときは，研究科長は，学位論文の審

査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨等を総長に報告しなければならない。 

2 教授会等において，第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請した者に対して，学位を授与

できない者と議決したときは，研究科長は，博士論文の審査及び学力の確認の結果の要旨を総長

に報告しなければならない。ただし，第 12 条の 2 の規定により学力の確認を行わないときは，

その確認の結果の要旨は，報告することを要しない。 

 
（学位の授与） 

第 16 条 総長は，前条第 1 項の規定による報告に基づいて，学位を授与できる者と認めたときは，

学位を授与するものとする。 

2 総長は，前条第 2 項の規定による報告に基づいて，学位を授与できない者と認めたときは，そ

の旨を本人に通知するものとする。 

 
（論文要旨等の公表） 

第 17 条 総長は，前条第 1 項の規定により博士の学位を授与したときは，当該学位を授与した日

から 3 月以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をイ

ンターネットを通じて公表するものとする。 

 
（学位論文の公表） 

第 18 条 博士の学位を授与された者は，授与された日から 1 年以内に，当該博士論文の全文を公

表しなければならない。ただし，学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない理由がある場合には，研

究科長の承認を受けて，当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することが

できる。この場合において，当該研究科長は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するもの

とする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は，別に定めるところによりイン

ターネットを通じて行うものとする。 

4 第 1 項の規定により公表する場合は当該博士論文に「東北大学審査学位論文（博士）」と，第 2

項の規定により公表する場合は当該博士論文の要旨に「東北大学審査学位論文（博士）の要旨」

と明記しなければならない。 

（学位授与の取消） 

第 19 条 学位を授与された者が，次の各号の一に該当するときは，総長は，当該教授会等及び学

務審議会の議を経て，既に授与した学位を取り消し，学位記を返付させ，かつ，その旨を公表す

るものとする。 

一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 

二 学位を授与された者がその名誉を汚辱する行為を行ったとき。 

2 教授会等において前項の議決を行う場合は，第 14 条の規定を準用する。 

 
（学位記及び学位授与申請関係書類） 

第 20 条 学位記及び学位授与申請関係書類の様式は，別記様式第 1 号から別記様式第 8 号のとお

りとする。 

 
附 則 

1 この規程は，昭和 30 年 1 月 1 日から施行する。ただし，第 4 条第 2 項の規定により学位の授与

を申請した者に対する博士の学位の授与は，東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日制定）第 1

条に規定する学位と同種の学位以外の学位については，本学大学院博士課程を経た者に対する博

士の学位が授与された後において行なうものとする。 

2 東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日制定）は，この規程の施行にかかわらず，昭和 37 年 3

月 31 日（医学博士については，昭和 35 年 3 月 31 日）までは，なお，効力を有する。 

 
（省 略） 

 
附 則（平成 30 年 3 月 29 日規第 56 号改正） 

1 この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 29 年度以前に教育学研究科及び教育情報学教育部に入学，進学又は編入学した者の学位に

付記する専攻分野の名称は，改正後の第 2 条第 3 項及び第 4 項の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

3 この規程による改正前の第 5 条，第 6 条第 1 項及び第 3 項，第 15 条並びに第 18 条第 2 項の規

定は，東北大学大学院通則の一部を改正する通則（平成 30 年規第 54 号）附則第 2 項の規定によ

り教育情報学教育部が存続する間，なおその効力を有する。 

附 則（令和 年 月 日規第 号改正） 

この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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別記様式第 1 号（第 2 条の 2 の規定により授与する学位記の様式） 

 
Tohoku University 

 
hereby confers upon 

 
［氏名］ 

 
the Degree of 
［学位名］ 

having completed the prescribed program of 
the Department of 

［学科名］ 
Faculty (School) of 

［学部名］ 
on ［月］ ［日］, ［年］ 

 
［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 
 

〇第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 本学〇〇学部〇〇学科所定の課程を修め卒業したので学士

（〇〇）の学位を授与する 
 
 

年   月   日 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 

 

別記様式第 2 号（第 3 条の規定により授与する学位記の様式） 
 

Tohoku University 
 

hereby confers upon 
 

［氏名］ 
 

the Degree of 
［学位名］ 

having completed the Master's Program 
in the discipline of 

［専攻名］ 
in the Graduate School of ［研究科名］ 

on ［月］ ［日］, ［年］ 
 

［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 
 

〇修第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の修士課程（博士課程の前期

2 年の課程）を修了したので修士（〇〇）の学位を授与する 
 
 

年   月   日 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 
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別記様式第 1 号（第 2 条の 2 の規定により授与する学位記の様式） 

 
Tohoku University 

 
hereby confers upon 

 
［氏名］ 

 
the Degree of 
［学位名］ 

having completed the prescribed program of 
the Department of 

［学科名］ 
Faculty (School) of 

［学部名］ 
on ［月］ ［日］, ［年］ 

 
［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 
 

〇第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 本学〇〇学部〇〇学科所定の課程を修め卒業したので学士

（〇〇）の学位を授与する 
 
 

年   月   日 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 

 

別記様式第 2 号（第 3 条の規定により授与する学位記の様式） 
 

Tohoku University 
 

hereby confers upon 
 

［氏名］ 
 

the Degree of 
［学位名］ 

having completed the Master's Program 
in the discipline of 

［専攻名］ 
in the Graduate School of ［研究科名］ 

on ［月］ ［日］, ［年］ 
 

［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 
 

〇修第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の修士課程（博士課程の前期

2 年の課程）を修了したので修士（〇〇）の学位を授与する 
 
 

年   月   日 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 

 

 

  

別記様式第 3 号（第 4 条第 1 項の規定により授与する学位記の様式） 

 
Tohoku University 

 
hereby confers upon 

 
［氏名］ 

 
the Degree of 
［学位名］ 

having passed the prescribed final examination 
in the discipline of 

［専攻名］ 
and completed a doctoral dissertation 

in the Graduate School of ［研究科名］ 
on ［月］ ［日］, ［年］ 

 
 

［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 

〇博第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の博士課程において博士論

文の審査及び最終試験に合格したので博士（〇〇）の学位を授

与する 
 
 

年   月   日 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 

 

別記様式第 3-2 号（第 4 条第 1 項の規定により授与する学位記の様式で東北大学大学院通則第 2 条の 2 に規定

する学位プログラムを修了した者へ授与するもの） 
 

Tohoku University 
 

hereby confers upon 
 

［氏名］ 
 

the Degree of 
［学位名］ 

having passed the prescribed final examination 
in the discipline of 

［専攻名］ 
and completed a doctoral dissertation 

in the Graduate School of ［研究科名］ 
and also passed the final examination of  

the ［△△△△△］ 
on ［月］ ［日］, ［年］ 

 
［総長署名］ 
［総長名］ 
President, 
Tohoku University 

〇博第     号  
 
 

学 位 記 
 
 

氏  名 
年月日生 

 
 △△△△△を修了し、本学大学院〇〇研究科〇〇専攻の博士

課程において博士論文の審査及び最終試験に合格したので博

士（〇〇）の学位を授与する 
 
 

年   月   日 
 
 

東北大学総長 
  総長署名 印 

※△△△△△は、学位プログラムの名称 
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別記様式第 4 号（第 4 条第 2 項の規定により授与する学位記の様式） 

Tohoku University 

hereby confers upon 

［氏名］

the Degree of 
［学位名］

has submitted a doctoral dissertation and successfully 
fulfilled all the requirements 

on ［月］ ［日］, ［年］ 

［総長署名］

［総長名］

President, 
Tohoku University 

〇第 号

学 位 記

氏 名

年月日生

本学に博士論文を提出し所定の審査に合格したので博士

（○○）の学位を授与する

年   月   日

東北大学総長

  総長署名 印

別記様式第 5 号（第 4 条の 2 の規定により授与する学位記の様式） （省略） 
別記様式第 6 号（第 6 条第 1 項の規定による学位申請書の様式）  （省略） 
別記様式第 7 号（第 6 条第 1 項の規定による論文目録の様式） （省略）

別記様式第 8 号（第 6 条第 1 項の規定による履歴書の様式）    （省略）
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別記様式第 4 号（第 4 条第 2 項の規定により授与する学位記の様式）

Tohoku University

hereby confers upon

［氏名］

the Degree of
［学位名］

has submitted a doctoral dissertation and successfully
fulfilled all the requirements

on ［月］ ［日］, ［年］

［総長署名］

［総長名］

President,
Tohoku University

〇第 号

学 位 記

氏 名

年月日生

本学に博士論文を提出し所定の審査に合格したので博士

（○○）の学位を授与する

年 月 日

東北大学総長

総長署名 印

別記様式第 5 号（第 4 条の 2 の規定により授与する学位記の様式） （省略）

別記様式第 6 号（第 6 条第 1 項の規定による学位申請書の様式） （省略）

別記様式第 7 号（第 6 条第 1 項の規定による論文目録の様式） （省略）

別記様式第 8 号（第 6 条第 1 項の規定による履歴書の様式） （省略）

東北大学大学院環境科学研究科学位論文に係る評価に当たっての基準 

○ 博士論文（課程修了によるもの）の評価基準

（ア）満たすべき水準

幅広い観点からの社会的要請を視野に入れて開拓した課題を独自の発想で展開し，高い倫

理観および責任感を持って環境関連分野における研究の遂行，または環境政策や地域開発の

提言を行い，自己啓発しながら社会に貢献するリーダーとしての素養を有することを証示す

るに足るものであること。

（イ）評価項目

① 論文の主題について社会的・学問的な必要性が的確に論述されている。

② 研究対象である主題に即した研究方法が選択及び明示されている。

③ 豊かな学識と高度な専門的知識・理解力に基づく，研究あるいは政策等の企画・立案・

遂行能力を有していることが明確に示されている。

④ 学術論文，技術資料，政策資料，文化資料を的確に調査・分析・引証し，その出典が明確

に示されている。

⑤ 論旨が明快で一貫しているとともに，適切な表現によって論述されている。

⑥ 国際的な学術水準及び学際的観点からみて優れた分析，解釈，提案等を行っており，学

術における議論の深化・発展に貢献し得る実践的意義を有している。

（ウ）審査委員の体制

審査委員は，本研究科を組織する講座等に属する専任の教授である研究科担当教員 2 人を

含め，本学大学院研究科担当教員 3 人以上とする。ただし，本研究科委員会が必要と認めた

ときは，他の大学の大学院等の教員等を加えることができる。

なお，主査は本研究科を組織する講座等に属する専任の教授から定めることを原則とするが，

本研究科委員会が認めた場合は准教授（指導教員又は指導教員が指名した研究指導教員に限

る。）から定めることができる。

（エ）審査の方法

 博士論文を提出した者に対して，論文審査及び最終試験を行い，上記の評価項目により総

合的に評価する。

 最終試験は，博士論文を中心として，これに関連のある専攻分野について口頭試問によっ

て行う。
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○ 博士論文（論文提出によるもの）の評価基準 
 

（ア）満たすべき水準 

 幅広い観点からの社会的要請を視野に入れて開拓した課題を独自の発想で展開し，高い倫

理観および責任感を持って環境関連分野における研究の遂行，または環境政策や地域開発の

提言を行い，自己啓発しながら社会に貢献するリーダーとしての素養を有することを証示す

るに足るものであること。 

 
（イ）評価項目 

① 論文の主題について社会的・学問的な必要性が的確に論述されている。  

② 研究対象である主題に即した研究方法が選択及び明示されている。  

③ 豊かな学識と高度な専門的知識・理解力に基づく，研究あるいは政策等の企画・立案・

遂行能力を有していることが明確に示されている。  

④ 学術論文，技術資料，政策資料，文化資料を的確に調査・分析・引証し，その出典が明確

に示されている。  

⑤ 論旨が明快で一貫しているとともに，適切な表現によって論述されている。  

⑥ 国際的な学術水準及び学際的観点からみて優れた分析，解釈，提案等を行っており，学

術における議論の深化・発展に貢献し得る実践的意義を有している。 

 
（ウ）審査委員の体制 

 審査委員は，本研究科を組織する講座等に属する専任の教授である研究科担当教員 2 人を

含め，本学大学院研究科担当教員 3 人以上とする。ただし，本研究科委員会が必要と認めた

ときは，他の大学の大学院等の教員等を加えることができる。 

なお，主査は本研究科を組織する講座等に属する専任の教授から定めることを原則とするが，

本研究科委員会が認めた場合は本研究科を組織する講座等に属する専任の准教授から定める

ことができる。 

 
（エ）審査の方法 

 博士論文を提出した者に対して，論文審査，学位の授与に係る最終試験及び学力確認を行

い，上記の評価項目により総合的に評価する。 

 最終試験は，博士論文を中心として，これに関連のある科目について口頭試問により行

う。 

 学力確認は，博士論文に関連のある専攻分野について口頭試問により行う。 
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○ 博士論文（論文提出によるもの）の評価基準 
 

（ア）満たすべき水準 

 幅広い観点からの社会的要請を視野に入れて開拓した課題を独自の発想で展開し，高い倫

理観および責任感を持って環境関連分野における研究の遂行，または環境政策や地域開発の

提言を行い，自己啓発しながら社会に貢献するリーダーとしての素養を有することを証示す

るに足るものであること。 

 
（イ）評価項目 

① 論文の主題について社会的・学問的な必要性が的確に論述されている。  

② 研究対象である主題に即した研究方法が選択及び明示されている。  

③ 豊かな学識と高度な専門的知識・理解力に基づく，研究あるいは政策等の企画・立案・

遂行能力を有していることが明確に示されている。  

④ 学術論文，技術資料，政策資料，文化資料を的確に調査・分析・引証し，その出典が明確

に示されている。  

⑤ 論旨が明快で一貫しているとともに，適切な表現によって論述されている。  

⑥ 国際的な学術水準及び学際的観点からみて優れた分析，解釈，提案等を行っており，学

術における議論の深化・発展に貢献し得る実践的意義を有している。 

 
（ウ）審査委員の体制 

 審査委員は，本研究科を組織する講座等に属する専任の教授である研究科担当教員 2 人を

含め，本学大学院研究科担当教員 3 人以上とする。ただし，本研究科委員会が必要と認めた

ときは，他の大学の大学院等の教員等を加えることができる。 

なお，主査は本研究科を組織する講座等に属する専任の教授から定めることを原則とするが，

本研究科委員会が認めた場合は本研究科を組織する講座等に属する専任の准教授から定める

ことができる。 

 
（エ）審査の方法 

 博士論文を提出した者に対して，論文審査，学位の授与に係る最終試験及び学力確認を行

い，上記の評価項目により総合的に評価する。 

 最終試験は，博士論文を中心として，これに関連のある科目について口頭試問により行

う。 

 学力確認は，博士論文に関連のある専攻分野について口頭試問により行う。 

 

  

○ 修士論文の評価基準 
 

（ア）満たすべき水準 

 環境問題を捉える高い倫理観および責任感を持ち，専門分野における研究や技術・教育指

導，または政策の企画・提案等を行うための素養を有することを証示するに足るものである

こと。 

 
（イ）評価項目 

① 論文の主題を究明することに社会的・学問的な必要性が認められる。 

② 研究対象である主題に即した研究方法が選択および明示されている。  

③ 自身の研究課題および研究分野に関連した基礎知識と学力を有していることが示されて

いる。 

④ 研究対象に関連する学術論文，技術資料，政策資料，文化資料等を的確に理解・引証し，

その出典を明確に示している。  

⑤ 論旨が明快で一貫しているとともに，適切な表現・表記法によって論述されている。  

⑥ 独自の発想により，研究課題を展開させ遂行していることを示している。 

 
（ウ）審査委員の体制 

 審査委員は，本研究科を組織する講座等に属する専任の教授である研究科担当教員 2 人を

含め，本学大学院研究科担当教員 3 人以上とする。ただし，本研究科委員会が必要と認めた

ときは，他の大学の大学院等の教員等を加えることができる。 

なお，主査は本研究科を組織する講座等に属する専任の教授から定めることを原則とするが，

本研究科委員会が認めた場合は准教授（指導教員又は指導教員が指名した研究指導教員に限

る。）から定めることができる。 

 
（エ）審査の方法 

 修士論文を提出した者に対して，論文審査及び最終試験を行い，上記の評価項目により総

合的に評価する。 

 最終試験は，修士論文を中心として，これに関連のある専攻分野について，口頭試問によ

り行う。 
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東北大学研究生規程 

 

                      制  定 昭和 38 年 5 月 15 日 規第 49 号 

                      最新改正 令和元年 11 月 26 日 規第 77 号 

 

第 1 条 この規程は，東北大学（以下「本学」という。）における研究生の入学，種類，在学期間

等について定めるものとする。 

 
第 2 条 特殊事項について研究を志願する者があるときは，大学院の研究科，学部，附置研究所，

国立大学法人東北大学組織運営規程（平成 16 年規第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第

20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定す

る学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等に

おいて支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可することがある。 

 
第 3 条 研究生を分けて次の 3 種とする。 

学部研究生 学部又は大学院の教員を指導教員として研究する者 

研究所等研究生 附置研究所，組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に

規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営

規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等の教員を指導教員として研究する者大学

院研究生 大学院の教員を指導教員として研究する者 

 
第 4 条 研究生の学年は，4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。 

2 学年を分けて，次の 2 学期とする。 

第 1 学期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

第 2 学期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

 
第 5 条 研究生の入学の時期は，学期の初めとする。ただし，特別の事情がある場合は，この限

りでない。 

 
第 6 条 学部研究生及び研究所等研究生を志願できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 大学を卒業した者 

二 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業 （専門職大学の前期課程の修了を含む。）した者

で関係学科を履修したもの 

三 大学院の研究科，学部，附置研究所，組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第

3 項に規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織

運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等において，前二号と同等以上の学力

があると認めた者 
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東北大学研究生規程 

 

                      制  定 昭和 38 年 5 月 15 日 規第 49 号 

                      最新改正 令和元年 11 月 26 日 規第 77 号 

 

第 1 条 この規程は，東北大学（以下「本学」という。）における研究生の入学，種類，在学期間

等について定めるものとする。 

 
第 2 条 特殊事項について研究を志願する者があるときは，大学院の研究科，学部，附置研究所，

国立大学法人東北大学組織運営規程（平成 16 年規第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第

20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定す

る学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等に

おいて支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可することがある。 

 
第 3 条 研究生を分けて次の 3 種とする。 

学部研究生 学部又は大学院の教員を指導教員として研究する者 

研究所等研究生 附置研究所，組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に

規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営

規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等の教員を指導教員として研究する者大学

院研究生 大学院の教員を指導教員として研究する者 

 
第 4 条 研究生の学年は，4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。 

2 学年を分けて，次の 2 学期とする。 

第 1 学期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

第 2 学期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

 
第 5 条 研究生の入学の時期は，学期の初めとする。ただし，特別の事情がある場合は，この限

りでない。 

 
第 6 条 学部研究生及び研究所等研究生を志願できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 大学を卒業した者 

二 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業 （専門職大学の前期課程の修了を含む。）した者

で関係学科を履修したもの 

三 大学院の研究科，学部，附置研究所，組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第

3 項に規定する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織

運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等において，前二号と同等以上の学力

があると認めた者 

  

第 7 条 大学院研究生を志願できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 修士の学位を有する者 

二 大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者 

三 大学院の研究科において，前二号と同等以上の学力があると認めた者 

2 前項に定めるもののほか，外国人であって，大学院研究生を志願できるものの資格は，研究科

の定めるところによる。 

 
第 8 条 研究生を志願する者は，願書に添えて，検定料を納付しなければならない。 

2 前項の検定料の額は，別表のとおりとする。 

 
第 9 条 研究生として入学を許可された者は，所定の期日までに入学料を納付しなければならな

い。 

2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては，入学の許可を取り消す。 

3 第 1 項の入学料の額は，別表のとおりとする。 

 
第 10 条 納付した検定料及び入学料は，返還しない。 

 
第 11 条 研究生の在学期間は，1 年以内とする。ただし，引き続き在学を願い出たときは，在学

期間の延長を許可することがある。 

 
第 12 条 外国人である大学院研究生で，大学院の授業科目（関連科目を含む。）のうち，その研

究事項に関連のある 1 科目又は数科目を選んで聴講を願い出たものがあるときは，学生の履修

に妨げのない場合に限り，選考の上，聴講を許可することがある。 

2 前項の規定により聴講を許可された者は，聴講した授業科目につき所定の試験を受けて単位を

修得することができる。 

3 第 1 項の規定により聴講を許可された者が，聴講単位の増減を願い出たときは，許可すること

がある。 

 
第 13 条 研究生が研究事項について証明を願い出たときは，研究証明書を交付することがある。 

2 前条第 1 項の規定により聴講を許可された者が，聴講した授業科目又は修得した単位につい

て証明を願い出たときは，聴講証明書又は単位修得証明書を交付することがある。 

 
第 14 条 本学の規則，命令に違反し，又は研究生の本分に反する行為のあった者は，懲戒する。 

2 懲戒の種類は，戒告及び退学とする。 

 
第 15 条 在学期間の中途で退学しようとする者は，理由を具して，その許可を願い出なければな

らない。 
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第 16 条 研究生の授業料の月額は，別表のとおりとし，入学の月から 3 月分ごとに前納しなけれ

ばならない。ただし，学年内において，3 月に満たない端数の月を生じたときは，その端数の月

分の授業料を前納しなければならない。 

2 第 12 条第 1 項の規定により聴講を許可された者は，前項に定める授業料のほか，聴講する授

業科目につき授業料を納付しなければならない。 

3 前項の授業料の額は，1 単位に相当する授業について別表のとおりとし，毎学期授業開始前に，

その学期の分を前納しなければならない。 

4 納付した授業料は，返還しない。 

5 授業料の納付すべき金額，期限，場所及び納付に関し必要な事項は，所定の場所に掲示する。 

 
第 17 条 国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定）に基づく国費外

国人留学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項（平

成 3 年 4 月 11 日学術国際局長裁定）に基づく協定留学生の検定料，入学料及び授業料は，それ

ぞれ第 8 条，第 9 条第 1 項並びに第 16 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず，徴収しない。 

 
第 18 条 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者は，除籍する。 

 
第 19 条 この規程に定めるものを除くほか，研究生には，学生に関する規定を準用する。 

 
附 則 

1 この規程は，昭和 38 年 5 月 15 日から施行し，昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 

2 この規程施行の際，現に在学する従前の規定による研究生は，この規程による研究生として入

学した者とみなす。 

3 前項の規定による研究生にかかる研究料及び授業料の額については，定められた在学期間（在

学期間が延長された場合で，その延長の始期が昭和 38 年 4 月 1 日以後のものを除く。）が満了

するまでの間は，この規程にかかわらず，なお，従前の例による。 

 
（省 略） 

 
附 則（平成 29 年 4 月 25 日規第 85 号改正） 

 この規程は，平成 29 年 4 月 25 日から施行し，改正後の第 2 条，第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定は，平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 111 号改正） 

 この規程は，平成 30 年 5 月 8 日から施行し，改正後の第 2 条，第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定（ 「又は」を「，」に改める部分，「第 29 条」を「第 27 条」に改める部分及び「規定するセン

ター等」の次に「，材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。）

は，平成 30 年 1 月 30 日から，改正後の第 2 条及び第 6 条第 3 号の規定（ 「，教育部若しくは研

究部」を削る部分に限る。）並びに改正後の第 7 条の規定は，平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 
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第 16 条 研究生の授業料の月額は，別表のとおりとし，入学の月から 3 月分ごとに前納しなけれ

ばならない。ただし，学年内において，3 月に満たない端数の月を生じたときは，その端数の月

分の授業料を前納しなければならない。

2 第 12 条第 1 項の規定により聴講を許可された者は，前項に定める授業料のほか，聴講する授

業科目につき授業料を納付しなければならない。

3 前項の授業料の額は，1 単位に相当する授業について別表のとおりとし，毎学期授業開始前に，

その学期の分を前納しなければならない。

4 納付した授業料は，返還しない。

5 授業料の納付すべき金額，期限，場所及び納付に関し必要な事項は，所定の場所に掲示する。

第 17 条 国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定）に基づく国費外

国人留学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項（平

成 3 年 4 月 11 日学術国際局長裁定）に基づく協定留学生の検定料，入学料及び授業料は，それ

ぞれ第 8 条，第 9 条第 1 項並びに第 16 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず，徴収しない。

第 18 条 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者は，除籍する。

第 19 条 この規程に定めるものを除くほか，研究生には，学生に関する規定を準用する。

附 則

1 この規程は，昭和 38 年 5 月 15 日から施行し，昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。

2 この規程施行の際，現に在学する従前の規定による研究生は，この規程による研究生として入

学した者とみなす。

3 前項の規定による研究生にかかる研究料及び授業料の額については，定められた在学期間（在

学期間が延長された場合で，その延長の始期が昭和 38 年 4 月 1 日以後のものを除く。）が満了

するまでの間は，この規程にかかわらず，なお，従前の例による。

（省 略）

附 則（平成 29 年 4 月 25 日規第 85 号改正）

この規程は，平成 29 年 4 月 25 日から施行し，改正後の第 2 条，第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定は，平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 111 号改正）

この規程は，平成 30 年 5 月 8 日から施行し，改正後の第 2 条，第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定（ 「又は」を「，」に改める部分，「第 29 条」を「第 27 条」に改める部分及び「規定するセン

ター等」の次に「，材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。）

は，平成 30 年 1 月 30 日から，改正後の第 2 条及び第 6 条第 3 号の規定（ 「，教育部若しくは研

究部」を削る部分に限る。）並びに改正後の第 7 条の規定は，平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

附 則（平成 31 年 3 月 26 日規第 32 号改正） 

この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 73 号改正） 

この規程は，平成 31 年 4 月 23 日から施行し，改正後の第 2 条、第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（令和元年 11 月 26 日規第 77 号改正） 

この規程は，令和元年 11 月 26 日から施行し，改正後の第 2 条，第 3 条及び第 6 条第 3 号の規

定は，令和元年 10 月 1 日から適用する。 

別表

区分 金額 備考

検定料 9,800 円 

入学料 84,600 円 

第 16 条第 1 項に定める授業料 月額 29,700 円 

第 16 条第 3 項に定める授業料 1 単位につき 

14,800 円 
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東北大学研究生規程細則 

 制  定 昭和 38 年 5 月 15 日 規第 50 号 

最新改正 令和元年 11 月 26 日 規第 78 号 

（入学の許可，除籍等）

第 1 条 入学，在学期間の延長若しくは退学の許可，入学の許可の取消し又は除籍は，教授会（教

授会が置かれていない場合は，これに相当する組織。以下同じ。）又は研究科委員会の議を経

て，大学院の研究科，学部，附置研究所，国立大学法人東北大学組織運営規程（平成 16 年規

第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に規定

する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第

22 条から第 26 条までに規定するセンター等の長（以下「部局長」という。）が行う。 

（懲戒）

第 2 条 懲戒は，教授会又は研究科委員会の議を経て，部局長が行う。

（研究証明書の交付）

第 3 条 研究証明書の交付は，部局長が行う。

（聴講の許可等）

第 4 条 聴講又は聴講単位の増減の許可は，教授会又は研究科委員会の議を経て研究科長が行う。 

（聴講証明書等の交付）

第 5 条 聴講証明書又は単位修得証明書の交付は，研究科長が行う。

附 則

この細則は，昭和 38 年 5 月 15 日から施行し，昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 

（省 略）

附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 74 号改正） 
この細則は，平成 31 年 4 月 23 日から施行し，改正後の第 1 条の規定は，平成 31 年 4 月 1 日

から適用する。

附 則（令和元年 11 月 26 日規第 78 号改正） 
この細則は，令和元年 11 月 26 日から施行し，改正後の第 1 条の規定は，令和元年 10 月 1 日

から適用する。
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東北大学研究生規程細則 

 

                        制  定 昭和 38 年 5 月 15 日 規第 50 号 

                        最新改正 令和元年 11 月 26 日 規第 78 号 

 

（入学の許可，除籍等） 
第 1 条 入学，在学期間の延長若しくは退学の許可，入学の許可の取消し又は除籍は，教授会（教

授会が置かれていない場合は，これに相当する組織。以下同じ。）又は研究科委員会の議を経

て，大学院の研究科，学部，附置研究所，国立大学法人東北大学組織運営規程（平成 16 年規

第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第 20 条第 1 項に規定する機構，同条第 3 項に規定

する研究組織，組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第

22 条から第 26 条までに規定するセンター等の長（以下「部局長」という。）が行う。 
 
（懲戒） 

第 2 条 懲戒は，教授会又は研究科委員会の議を経て，部局長が行う。 
 
（研究証明書の交付） 

第 3 条 研究証明書の交付は，部局長が行う。 
 
（聴講の許可等） 

第 4 条 聴講又は聴講単位の増減の許可は，教授会又は研究科委員会の議を経て研究科長が行う。 
 
（聴講証明書等の交付） 

第 5 条 聴講証明書又は単位修得証明書の交付は，研究科長が行う。 
 
附 則 

 この細則は，昭和 38 年 5 月 15 日から施行し，昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 
 
 （省 略） 
 

附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 74 号改正） 
 この細則は，平成 31 年 4 月 23 日から施行し，改正後の第 1 条の規定は，平成 31 年 4 月 1 日

から適用する。 
附 則（令和元年 11 月 26 日規第 78 号改正） 

 この細則は，令和元年 11 月 26 日から施行し，改正後の第 1 条の規定は，令和元年 10 月 1 日

から適用する。 
 

東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程 

 
制  定 昭和 52 年 3 月 15 日 規第 18 号 

最新改正 令和 6 年 1 月 30 日  規第 17 号 

 
 （趣旨） 

第 1 条 この規程は，東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18 日制定。以下「学部通則」という。）第 15

条の 2 第 2 項及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「大学院通則」という。）第

19 条の 4 の規定に基づき，東北大学（以下「本学」という。）における入学料の免除及び徴収猶予の

取扱いについて定めるものとする。 

（免除の許可） 

第 2 条 本学の学部に入学，再入学（第 1 学期又は第 2 学期の初めにおける再入学に限る。），転入学又

は編入学（以下この条，次条及び第 6 条において「入学等」という。）を許可された者で，次の各号の

一に該当するものに対しては，その願い出により，入学料の免除を許可することがある。 

一 特に優れた者（大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号）第 8 条第 1 項の

特に優れた者をいう。）であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められるもの 

二 入学等の前 1 年以内において，入学等を許可された者の学資を主として負担している者（以下「学

資負担者」という。）が死亡し，又は入学等を許可された者若しくは学資負担者が風水害等の災害（以

下「災害」という。）を受けた場合その他これに準ずる理由により，入学料を納付することが著しく

困難であると認められる者 

第 3 条 次の各号の一に該当する者（外国人留学生を除く。）に対しては，その願い出により，入学料の

免除を許可することがある。 

一 本学の大学院に入学等を許可された者で，経済的理由により入学料を納付することが困難である

と認められ，かつ，学業が優秀であると認められるもの 

二 本学の大学院の後期課程，医学履修課程，歯学履修課程又は薬学履修課程に入学等を許可された

者で，学業が優秀であると認められ，かつ，次の各号の一に該当するもの 

イ 独立行政法人日本学術振興会特別研究員 

ロ 大学院通則第 2 条の 2 に規定する学位プログラムを履修する者 

ハ 別に定める支援プログラムの対象者 

2 前項に規定する者のほか，本学の大学院に入学等を許可された者で，前条第 2 号に該当するものに

対しては，その願い出により，入学料の免除を許可することがある。 

（免除の額） 

第 4 条 入学料の免除の額は，全額，3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

（免除の許可の願い出） 

第 5 条 第 2 条又は第 3 条の規定による入学料の免除の許可を願い出ようとする者は，所定の期日まで

に，次の各号に掲げる書類を，総長に提出しなければならない。 
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一 入学料免除願書 

二 市区町村長発行の所得に関する証明書 

三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い出る者に

限る。） 

四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限る。） 

五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず，外国人留学生及び第 3条第 1項第 2号に該当する者が願い出る場合には，

前項第 2 号から第 4 号までに掲げる書類に代えて，別に定める書類を提出することができる。 

（徴収猶予の許可） 

第 6 条 本学の学部又は大学院に入学等を許可された者で，次の各号の一に該当するものに対しては，

その願い出により，入学料の徴収猶予を許可することがある。 

一 経済的理由により所定の期日までに入学料を徴収することが困難であると認められ，かつ，学業

が優秀であると認められる場合 

二 学部又は大学院への入学等の前 1 年以内において，学資負担者が死亡し，又は学部若しくは大学

院に入学等を許可された者若しくは学資負担者が災害を受けた場合 

三 その他やむを得ない事情があると認められる場合 

（徴収猶予の最終期限） 

第 7 条 入学料の徴収猶予の最終期限は，4 月入学者については 9 月 15 日とし，10 月入学者について

は 3 月 15 日とする。 

（徴収猶予の許可の願い出） 

第 8 条 入学料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，入学料徴収猶予願書を，

総長に提出しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，第 5 条の規定により入学料免除の許可を願い出た者で，免除を許可され

なかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者は，

当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に，徴収猶予の許可を願い出ることがで

きる。 

（徴収猶予） 

第 9 条 入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た者に対しては，免除又は徴収猶予の許可又は不許

可を決定するまでの間，入学料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関する法律施行規則

（令和元年文部科学省令第 6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に入学料を納めていた場合を除

く。）。 

（免除を許可されなかった者等の納付期限） 

第 10 条 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の

額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 8 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出

た者及び既に入学料を納めていた者を除く。）は，当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14
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一 入学料免除願書

二 市区町村長発行の所得に関する証明書

三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い出る者に

限る。）

四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限る。）

五 その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず，外国人留学生及び第 3条第 1項第 2号に該当する者が願い出る場合には，

前項第 2 号から第 4 号までに掲げる書類に代えて，別に定める書類を提出することができる。

（徴収猶予の許可）

第 6 条 本学の学部又は大学院に入学等を許可された者で，次の各号の一に該当するものに対しては，

その願い出により，入学料の徴収猶予を許可することがある。

一 経済的理由により所定の期日までに入学料を徴収することが困難であると認められ，かつ，学業

が優秀であると認められる場合

二 学部又は大学院への入学等の前 1 年以内において，学資負担者が死亡し，又は学部若しくは大学

院に入学等を許可された者若しくは学資負担者が災害を受けた場合

三 その他やむを得ない事情があると認められる場合

（徴収猶予の最終期限）

第 7 条 入学料の徴収猶予の最終期限は，4 月入学者については 9 月 15 日とし，10 月入学者について

は 3 月 15 日とする。

（徴収猶予の許可の願い出）

第 8 条 入学料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，入学料徴収猶予願書を，

総長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず，第 5 条の規定により入学料免除の許可を願い出た者で，免除を許可され

なかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者は，

当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に，徴収猶予の許可を願い出ることがで

きる。

（徴収猶予）

第 9 条 入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た者に対しては，免除又は徴収猶予の許可又は不許

可を決定するまでの間，入学料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関する法律施行規則

（令和元年文部科学省令第 6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に入学料を納めていた場合を除

く。）。

（免除を許可されなかった者等の納付期限）

第 10 条 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の

額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 8 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出

た者及び既に入学料を納めていた者を除く。）は，当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14

日以内に，入学料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額又は 4 分の 3 の額を納付しなければ

ならない。

（入学料の返付）

第 11 条 入学料の免除を許可された者のうち，既に入学料を納めていた者については，学部通則第 16

条第 1 項の規定にかかわらず，当該入学料のうち免除を許可された額に相当する額を返付するものと

する。

2 前項に規定するもののほか，入学料の免除を願い出た者のうち，既に入学料を納めていた者であっ

て，免除の許可又は不許可を決定する前に死亡したものについては，当該入学料のうち，次条第 2 項

において準用する同条第 1 項の規定により免除された入学料に相当する額を返付するものとする。 

（死亡による免除等）

第 12 条 入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者について，入学料の徴収を猶予している期間内にお

いて，死亡した場合には，未納の入学料の全額を免除する。

2 前条第 2 項の規定により入学料を返付される者は，第 9 条の規定により入学料の徴収を猶予されて

いるものとみなし，前項の規定を準用する。

第 13 条 入学料の免除又は徴収猶予を許可しなかった者及び 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額又は

4 分の 1 の額の免除を許可した者について，入学料の納付前に死亡した場合には，未納の入学料の全

額を免除する。

（除籍その他の理由による免除）

第 14 条 入学料の未納を理由として除籍する者に対しては，未納の入学料の全額を免除する。 

（不正事実の発見による免除等の許可の取消し）

第 15 条 入学料の免除又は徴収猶予を許可された者で，提出書類に虚偽の事項を記載し，又は提出書

類を偽造して入学料の免除又は徴収猶予の許可を受けたことが判明したものに対しては，その許可を

取り消す。

2 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予の許可を取り消された者は，直ちに，入学料を納付しな

ければならない。

（免除の許可等の手続）

第 16 条 入学料の免除の許可及びその取消しは，学生生活支援審議会の議を経て，総長が行う。 

（徴収猶予の許可等の手続）

第 17 条 入学料の徴収猶予の許可及びその取消しは，総長が行う。 

（雑則）

第 18 条 この規程に定めるもののほか，入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は，別

に定める。
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附 則 

 この規程は，昭和 52 年 3 月 15 日から施行する。 

 

（省 略） 

 

附 則（令和 2 年 3 月 24 日規第 14 号改正） 

 この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則（令和 6 年 1 月 30 日規第 17 号改正） 

 この規程は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則（令和 年 月 日規第 号改正） 

 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行し，改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に

関する取扱規程の規定は，修士課程，前期課程及び専門職学位課程については令和 9 年度に入学等を許

可された者から，後期課程，医学履修課程，歯学履修課程及び薬学履修課程については令和 8 年度に入

学等を許可された者から適用する。 
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附 則 

 この規程は，昭和 52 年 3 月 15 日から施行する。 

 

（省 略） 

 

附 則（令和 2 年 3 月 24 日規第 14 号改正） 

 この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則（令和 6 年 1 月 30 日規第 17 号改正） 

 この規程は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則（令和 年 月 日規第 号改正） 

 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行し，改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収猶予に

関する取扱規程の規定は，修士課程，前期課程及び専門職学位課程については令和 9 年度に入学等を許

可された者から，後期課程，医学履修課程，歯学履修課程及び薬学履修課程については令和 8 年度に入

学等を許可された者から適用する。 

 

 

東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び 

月割分納の取扱いに関する規程 

 

制  定 昭和 48 年 5 月 15 日 規第 43 号 

最新改正 令和 年 月  日 規第  号 

 

目次 

第 1 章 総則（第 1 条） 

第 2 章 授業料の免除 

第 1 節 経済的理由による授業料の免除（第 2 条―第 7 条の 2） 

第 2 節 学資負担者の死亡，災害等による授業料の免除（第 8 条―第 13 条） 

第 3 節 休学，死亡，除籍及び退学等による授業料の免除（第 14 条―第 17 条） 

第 4 節 その他事由による授業料の免除（第 18 条―第 23 条） 

第 3 章 授業料の徴収猶予及び月割分納（第 24 条―第 33 条） 

第 4 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し（第 34 条―第 37 条） 

第 5 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続（第 38 条―第 40 条） 

第 6 章 雑則（第 41 条） 

附則 

 

第 1 章 総則 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は，東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18 日制定。以下「学部通則」という。）第 34

条第 2 項及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「大学院通則」という。）第 43

条の 3 の規定に基づき，東北大学（以下「本学」という。）における学部学生及び大学院学生の授業料

の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについて定めるものとする。 

第 2 章 授業料の免除 

第 1 節 経済的理由による授業料の免除 

（免除の許可） 

第 2 条 次の各号の一に該当する者に対しては，その願い出により，授業料の免除を許可することがあ

る。 

一 学部学生であって，特に優れた者であり，かつ，経済的理由により極めて修学に困難があると認

められるもの 

二 大学院学生（外国人留学生を除く。）であって，経済的理由により授業料を納付することが困難で

あると認められ，かつ，学業が優秀であると認められるもの 
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2 前項の規定にかかわらず，本学の規則，命令に違反し，又は学生の本分に反する行為のあった者に対

しては，特別の事情がある場合を除き，授業料の免除を許可しない。 

（免除の実施方法） 

第 3 条 授業料の免除の許可は，学期ごとに行う。 

 

（免除の額） 

第 4 条 授業料の免除の額は，一の学期に納付すべき授業料について，その全額，3 分の 2 の額，半額，

3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

（許可の願い出） 

第 5 条 授業料の免除の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，次の各号に掲げる書類を，

総長に提出しなければならない。 

一 授業料免除願書 

二 市区町村長発行の所得に関する証明書 

三 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず，外国人留学生が願い出る場合には，前項第 2 号に掲げる書類に代えて，

別に定める書類を提出することができる。 

（徴収猶予） 

第 6 条 授業料の免除の許可を願い出た者に対しては，免除の許可又は不許可を決定するまでの間，授

業料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第

6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に授業料を納めていた場合を除く。）。 

（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第 7 条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1

の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出た者及び既に授業

料を納めていた者を除く。）は，当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が

指定した日までに，その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額若しくは 4 分

の 3 の額を納付しなければならない。 

（授業料の返付） 

第 7 条の 2 授業料の免除を許可された者のうち，既に授業料を納めていた者については，学部通則第

35 条第 1 項の規定にかかわらず，当該授業料のうち，免除を許可された額に相当する額を返付するも

のとする。 

2 前項に規定するもののほか，授業料の免除を願い出た者のうち，既に授業料を納めていた者であっ

て，免除の許可又は不許可を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方

不明を理由として学籍を除かれたものについては，当該授業料のうち，第 14 条第 2 項において準用
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2 前項の規定にかかわらず，本学の規則，命令に違反し，又は学生の本分に反する行為のあった者に対

しては，特別の事情がある場合を除き，授業料の免除を許可しない。 

（免除の実施方法） 

第 3 条 授業料の免除の許可は，学期ごとに行う。 

 

（免除の額） 

第 4 条 授業料の免除の額は，一の学期に納付すべき授業料について，その全額，3 分の 2 の額，半額，

3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

（許可の願い出） 

第 5 条 授業料の免除の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，次の各号に掲げる書類を，

総長に提出しなければならない。 

一 授業料免除願書 

二 市区町村長発行の所得に関する証明書 

三 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず，外国人留学生が願い出る場合には，前項第 2 号に掲げる書類に代えて，

別に定める書類を提出することができる。 

（徴収猶予） 

第 6 条 授業料の免除の許可を願い出た者に対しては，免除の許可又は不許可を決定するまでの間，授

業料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第

6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に授業料を納めていた場合を除く。）。 

（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第 7 条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1

の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出た者及び既に授業

料を納めていた者を除く。）は，当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が

指定した日までに，その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額若しくは 4 分

の 3 の額を納付しなければならない。 

（授業料の返付） 

第 7 条の 2 授業料の免除を許可された者のうち，既に授業料を納めていた者については，学部通則第

35 条第 1 項の規定にかかわらず，当該授業料のうち，免除を許可された額に相当する額を返付するも

のとする。 

2 前項に規定するもののほか，授業料の免除を願い出た者のうち，既に授業料を納めていた者であっ

て，免除の許可又は不許可を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方

不明を理由として学籍を除かれたものについては，当該授業料のうち，第 14 条第 2 項において準用

する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額，第 15 条第 2 項において準用する同条

第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額又は第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項

の規定により免除された授業料に相当する額を返付するものとする。 

第 2 節 学資負担者の死亡，災害等による授業料の免除 

（免除の許可） 

第 8 条 次の各号の一に該当し，授業料を納付することが著しく困難であると認められる者に対しては，

その願い出により，授業料の免除を許可することがある。 

一 各学期の授業料の納期前 6 月以内（入学し，再入学し，転入学し，又は編入学した日（以下単に

「入学した日」という。）の属する学期分の授業料の免除に係る場合は，入学した日前 1 年以内）に

おいて，学生の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し，又は学生

若しくは学資負担者が風水害等の災害（以下「災害」という。）を受けた場合 

二 前号に準ずる場合であって，相当と認められる理由があるとき。 

（免除の対象となる授業料） 

第 9 条 授業料の免除の許可は，当該事由が生じた日の属する学期の翌学期（入学した日前 1 年以内に

当該事由が生じたときは，入学した日の属する学期）に納付すべき授業料について行う。ただし，当

該事由の生じた時期が，当該学期の授業料の納付期限の以前である場合には，当該学期に納付すべき

授業料についても行うことがある。 

（免除の額） 

第 10 条 授業料の免除の額は，一の学期に納付すべき授業料について，その全額，3 分の 2 の額，半

額，3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

（許可の願い出） 

第 11 条 授業料の免除の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，次の各号に掲げる書類を，

総長に提出しなければならない。 

一 授業料免除願書 

二 市区町村長発行の所得に関する証明書 

三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い出る者に

限る。） 

四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限る。） 

五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず，外国人留学生が願い出る場合には，前項第 2 号から第 4 号までに掲げる

書類に代えて，別に定める書類を提出することができる。 

（徴収猶予） 

第 12 条 授業料の免除の許可を願い出た者に対しては，免除の許可又は不許可を決定するまでの間，
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授業料の徴収を猶予する。

（免除を許可されなかった者の納付期限）

第 13 条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の

1 の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により，徴収猶予の許可を願い出た者を除く。）

は，当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに，その学

期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額若しくは 4 分の 3 の額を納付しなければ

ならない。

第 3 節 休学，死亡，除籍及び退学等による授業料の免除 

（休学による免除）

第 14 条 休学を許可された者又は休学を命ぜられた者であって，その休学期間の初日が授業料の納付

期限の以前であるものに対しては，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額（以下「月割計算額」と

いう。）に，休学期間の初日の属する月の翌月（休学期間の初日が月の初日であるときは，その月）か

ら休学期間の末日の属する月の前月（休学期間の末日が月の末日であるときは，その月）までの月数

を乗じて得た額の授業料を免除する。

2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあっては第

6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，第 23 条第 2 項の規定により授業料

を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予

されているものとみなし，前項の規定を準用する。

（死亡等による免除）

第 15 条 学生が死亡し，又は行方不明となったことにより学籍を除いた場合には，未納の授業料の全

額を免除することがある。

2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（死亡又は行方不明を理由として学籍を除か

れた者に限る。）にあっては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，第 23

条第 2 項の規定により授業料を返付される者（死亡又は行方不明を理由として学籍を除かれた者に限

る。）にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，前項の規定を準

用する。

（除籍による免除）

第 16 条 入学料又は授業料の未納を理由として除籍する者に対しては，未納の授業料の全額を免除す

ることがある。

（徴収猶予期間中の退学による免除）

第 17 条 第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されている者，次条の規定により授業料の徴収猶予

を許可されている者又は第 29 条の規定により授業料の月割分納を許可されている者であって，その

期間中に退学することを許可されたものに対しては，月割計算額に，退学する月の翌月からその学期
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授業料の徴収を猶予する。 

（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第 13 条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の

1 の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により，徴収猶予の許可を願い出た者を除く。）

は，当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学が指定した日までに，その学

期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額若しくは 4 分の 3 の額を納付しなければ

ならない。 

第 3 節 休学，死亡，除籍及び退学等による授業料の免除 

（休学による免除） 

第 14 条 休学を許可された者又は休学を命ぜられた者であって，その休学期間の初日が授業料の納付

期限の以前であるものに対しては，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額（以下「月割計算額」と

いう。）に，休学期間の初日の属する月の翌月（休学期間の初日が月の初日であるときは，その月）か

ら休学期間の末日の属する月の前月（休学期間の末日が月の末日であるときは，その月）までの月数

を乗じて得た額の授業料を免除する。 

2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあっては第

6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，第 23 条第 2 項の規定により授業料

を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予

されているものとみなし，前項の規定を準用する。 

（死亡等による免除） 

第 15 条 学生が死亡し，又は行方不明となったことにより学籍を除いた場合には，未納の授業料の全

額を免除することがある。 

2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（死亡又は行方不明を理由として学籍を除か

れた者に限る。）にあっては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，第 23

条第 2 項の規定により授業料を返付される者（死亡又は行方不明を理由として学籍を除かれた者に限

る。）にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，前項の規定を準

用する。 

（除籍による免除） 

第 16 条 入学料又は授業料の未納を理由として除籍する者に対しては，未納の授業料の全額を免除す

ることがある。 

（徴収猶予期間中の退学による免除） 

第 17 条 第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されている者，次条の規定により授業料の徴収猶予

を許可されている者又は第 29 条の規定により授業料の月割分納を許可されている者であって，その

期間中に退学することを許可されたものに対しては，月割計算額に，退学する月の翌月からその学期

の末日までの月数を乗じて得た額の授業料を免除することがある。 

2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（退学を許可された者に限る。）にあっては第

6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし，第 23 条第 2 項の規定により授業料

を返付される者（退学を許可された者に限る。）にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予

されているものとみなし，前項の規定を準用する。 

第 4 節 その他事由による授業料の免除 

（免除の許可） 

第 18 条 大学院学生であって，学業が優秀であると認められ，かつ，次の各号の一に該当するものに

対しては，授業料の免除を許可することがある。 

一 独立行政法人日本学術振興会特別研究員 

二 大学院通則第 2 条の 2 に規定する学位プログラムを履修する者 

三 別に定める支援プログラムの対象者 

2 前項の規定にかかわらず，本学の規則，命令に違反し，又は学生の本分に反する行為のあった者に対

しては，特別の事情がある場合を除き，授業料の免除を許可しない。 

（免除の実施方法） 

第 19 条 授業料の免除の許可は，学期ごとに行う。 

（免除の額） 

第 20 条 授業料の免除の額は，一の学期に納付すべき授業料について，その全額，3 分の 2 の額，半

額，3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

（徴収猶予） 

第 21 条 大学院学生であって，学業が優秀であると認められ，かつ，第 18 条第 1 項各号の一に該当す

るものに対しては，免除の許可又は不許可を決定するまでの間，授業料の徴収を猶予する。 

（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第 22 条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の

1 の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出た者及び既に授

業料を納めていた者を除く。）は，当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学

が指定した日までに，その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額，半額，3 分の 2 の額若しくは 4

分の 3 の額を納付しなければならない。 

（授業料の返付） 

第 23 条 授業料の免除を許可された者のうち，既に授業料を納めていた者については，大学院通則第

44 条第 1 項の規定にかかわらず，当該授業料のうち，免除を許可された額に相当する額を返付するも

のとする。 
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2 前項に規定するもののほか，既に授業料を納めていた者であって，免除の許可又は不許可を決定する

前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方不明を理由として学籍を除かれたもの

については，当該授業料のうち，第 14 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除され

た授業料に相当する額，第 15 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料

に相当する額又は第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当

する額を返付するものとする。 

第 3 章 授業料の徴収猶予及び月割分納 

（徴収猶予の許可） 

第 24 条 次の各号の一に該当する者に対しては，学生（当該学生が行方不明の場合には，当該学生に

代わる者）の願い出により，授業料の徴収猶予を許可することがある。 

一 経済的理由により，授業料を，その納付期限までに納付することが困難であると認められ，かつ，

学業が優秀であると認められる者 

二 学生又は学資負担者が，災害を受け，授業料を，その納付期限までに納付することが困難である

と認められる者 

三 行方不明の者 

四 その他やむを得ない事情により，授業料を，その納付期限までに納付することが困難であると認

められる者 

（徴収猶予の最終期限） 

第 25 条 授業料の徴収猶予の最終期限は，第 1 学期分の授業料については 9 月の口座引落日として本

学が指定した日とし，第 2 学期分の授業料については 3 月の口座引落日として本学が指定した日とす

る。 

（許可の願い出） 

第 26 条 授業料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，授業料徴収猶予願書

を，総長に提出しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，第 5 条第 1 項又は第 11 条第 1 項の規定により授業料免除の許可を願い

出た者で，免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額

の免除を許可された者は，当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に，徴収猶予

の許可を願い出ることができる。 

（徴収猶予） 

第 27 条 授業料の徴収猶予の許可を願い出た者に対しては，徴収猶予の許可又は不許可を決定するま

での間，授業料の徴収を猶予する。 

（徴収猶予を許可されなかった者の納付期限） 

第 28 条 授業料の徴収猶予を許可されなかった者は，当該不許可を告知された日において口座引落日
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2 前項に規定するもののほか，既に授業料を納めていた者であって，免除の許可又は不許可を決定する

前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方不明を理由として学籍を除かれたもの

については，当該授業料のうち，第 14 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除され

た授業料に相当する額，第 15 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料

に相当する額又は第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当

する額を返付するものとする。

第 3 章 授業料の徴収猶予及び月割分納

（徴収猶予の許可）

第 24 条 次の各号の一に該当する者に対しては，学生（当該学生が行方不明の場合には，当該学生に

代わる者）の願い出により，授業料の徴収猶予を許可することがある。

一 経済的理由により，授業料を，その納付期限までに納付することが困難であると認められ，かつ，

学業が優秀であると認められる者

二 学生又は学資負担者が，災害を受け，授業料を，その納付期限までに納付することが困難である

と認められる者

三 行方不明の者

四 その他やむを得ない事情により，授業料を，その納付期限までに納付することが困難であると認

められる者

（徴収猶予の最終期限）

第 25 条 授業料の徴収猶予の最終期限は，第 1 学期分の授業料については 9 月の口座引落日として本

学が指定した日とし，第 2 学期分の授業料については 3 月の口座引落日として本学が指定した日とす

る。

（許可の願い出）

第 26 条 授業料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，授業料徴収猶予願書

を，総長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず，第 5 条第 1 項又は第 11 条第 1 項の規定により授業料免除の許可を願い

出た者で，免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額，半額，3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額

の免除を許可された者は，当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に，徴収猶予

の許可を願い出ることができる。

（徴収猶予）

第 27 条 授業料の徴収猶予の許可を願い出た者に対しては，徴収猶予の許可又は不許可を決定するま

での間，授業料の徴収を猶予する。

（徴収猶予を許可されなかった者の納付期限）

第 28 条 授業料の徴収猶予を許可されなかった者は，当該不許可を告知された日において口座引落日

として本学が指定した日までに，その学期分の授業料を納付しなければならない。

（月割分納の許可）

第 29 条 第 24 条第 1 号，第 2 号又は第 4 号に該当する者であって，特別の事情があるものに対して

は，その願い出により，授業料の月割分納を許可することがある。

（月割分納の額及び納付期限）

第 30 条 授業料の月割分納を許可された者の 1 月当りの授業料の額は，月割計算額とし，その納付期

限は，別に定める場合を除き，毎月の口座引落日として本学が指定した日とする。ただし，休業期間

中の授業料の納付期限は，休業期間の開始日の前日とする。

（許可の願い出）

第 31 条 授業料の月割分納の許可を願い出ようとする者は，所定の期日までに，授業料月割分納願書

を，総長に提出しなければならない。

（徴収猶予）

第 32 条 授業料の月割分納の許可を願い出た者に対しては，月割分納の許可又は不許可を決定するま

での間，授業料の徴収を猶予する。

（月割分納を許可されなかった者の納付期限）

第 33 条 授業料の月割分納を許可されなかった者は，当該不許可を告知された日において口座引落日

として本学が指定した日までに，その学期分の授業料を納付しなければならない。

第 4 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し 

（免除の許可の取消し）

第 34 条 授業料の免除を許可されている者であって，その理由が消滅したものは，遅滞なく，総長に

届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは，授業料の免除の許可を取り消す。

3 前項の規定により，授業料の免除の許可を取り消された者は，速やかに，月割計算額に，その許可を

取り消された月からその学期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料を納付しなければならない。

（徴収猶予及び月割分納の許可の取消し）

第 35 条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって，その理由が消滅したものは，

遅滞なく，総長に届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは，授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消す。

3 前項の規定により，授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，速やかに，その学期分の授業料を

納付しなければならない。

4 第 2 項の規定により，授業料の月割分納の許可を取り消された者は，速やかに，未納の授業料を納

付しなければならない。
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（不正事実の発見による免除の許可の取消し） 

第 36 条 授業料の免除を許可されている者であって，その理由が消滅したにもかかわらず，第 34 条第

1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し，若しくは提出書類を偽造

して授業料の免除の許可を受けたことが判明したものに対しては，その許可を取り消す。 

2 前項の規定により授業料の免除の許可を取り消された者は，直ちに，その学期分の授業料を納付しな

ければならない。 

（不正事実の発見による徴収猶予及び月割分納の許可の取消し） 

第 37 条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって，その理由が消滅したにもかか

わらず，第 35 条第 1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し，若し

くは提出書類を偽造して授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けたことが判明したものに対して

は，その許可を取り消す。 

2 前項の規定により授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，直ちに，その学期分の授業料を納付

しなければならない。 

3 第 1 項の規定により，授業料の月割分納の許可を取り消された者は，直ちに，未納の授業料を納付

しなければならない。 

第 5 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続 

（免除の許可等の手続） 

第 38 条 第 2 条第 1 項及び第 8 条の規定に基づく授業料の免除の許可並びに第 36 条第 1 項の規定に

基づく授業料の免除の許可の取消しは，学生生活支援審議会の議を経て，総長が行う。 

第 39 条 第 15 条から第 17 条までの規定に基づく授業料の免除の許可は，その所属する学部又は大学

院の研究科の長の申請に基づき，総長が行う。 

2 第 34 条第 2 項の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは，総長が行う。 

（徴収猶予及び月割分納の許可等の手続） 

第 40 条 第 24 条の規定に基づく授業料の徴収猶予の許可，第 29 条の規定に基づく授業料の月割分納

の許可並びに第 35 条第 2 項又は第 37 条第 1 項の規定に基づく授業料の徴収猶予及び月割分納の許

可の取消しは，総長が行う。 

第 6 章 雑則 

第 41 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関し必

要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

1 この規程は，昭和 48 年 5 月 15 日から施行する。 

2 東北大学授業料免除取扱規程（昭和 30 年 4 月 1 日制定）は，廃止する。 
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（不正事実の発見による免除の許可の取消し）

第 36 条 授業料の免除を許可されている者であって，その理由が消滅したにもかかわらず，第 34 条第

1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し，若しくは提出書類を偽造

して授業料の免除の許可を受けたことが判明したものに対しては，その許可を取り消す。

2 前項の規定により授業料の免除の許可を取り消された者は，直ちに，その学期分の授業料を納付しな

ければならない。

（不正事実の発見による徴収猶予及び月割分納の許可の取消し）

第 37 条 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって，その理由が消滅したにもかか

わらず，第 35 条第 1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し，若し

くは提出書類を偽造して授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けたことが判明したものに対して

は，その許可を取り消す。

2 前項の規定により授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，直ちに，その学期分の授業料を納付

しなければならない。

3 第 1 項の規定により，授業料の月割分納の許可を取り消された者は，直ちに，未納の授業料を納付

しなければならない。

第 5 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続

（免除の許可等の手続）

第 38 条 第 2 条第 1 項及び第 8 条の規定に基づく授業料の免除の許可並びに第 36 条第 1 項の規定に

基づく授業料の免除の許可の取消しは，学生生活支援審議会の議を経て，総長が行う。

第 39 条 第 15 条から第 17 条までの規定に基づく授業料の免除の許可は，その所属する学部又は大学

院の研究科の長の申請に基づき，総長が行う。

2 第 34 条第 2 項の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは，総長が行う。

（徴収猶予及び月割分納の許可等の手続）

第 40 条 第 24 条の規定に基づく授業料の徴収猶予の許可，第 29 条の規定に基づく授業料の月割分納

の許可並びに第 35 条第 2 項又は第 37 条第 1 項の規定に基づく授業料の徴収猶予及び月割分納の許

可の取消しは，総長が行う。

第 6 章 雑則

第 41 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関し必

要な事項は，別に定める。

附 則

1 この規程は，昭和 48 年 5 月 15 日から施行する。

2 東北大学授業料免除取扱規程（昭和 30 年 4 月 1 日制定）は，廃止する。

3 この規程の施行の際現に従前の規程等の規定により授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納を

許可されている者は，それぞれこの規程の相当規定により許可された者とみなす。

（省 略） 

附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 107 号改正） 

1 この規程は，平成 30 年 5 月 8 日から施行し，改正後の第 33 条第 1 項の規定は，平成 30 年 4 月 1

日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いに関す

る規程第 33 条第 1 項の規定は，東北大学大学院通則の一部を改正する通則（平成 30 年規第 54 号）

附則第 2 項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間，なおその効力を有す

る。

附 則（令和 2 年 3 月 24 日規第 15 号改正） 

この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 6 年 1 月 30 日規第 18 号改正） 

この規程は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 7 年 9 月 29 日規第 99 号改正） 

この規程は，令和 7 年 9 月 29 日から施行し，改正後の東北大学学生の授業料の免除並びに徴収猶予

及び月割分納の取扱いに関する規程の規定は，令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則（令和 年 月 日規第 号改正）

1 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程の施行の日から令和 9 年 3 月 31 日までの間における修士課程，前期課程及び専門職学位課

程の学生の授業料の免除については，改正後の第 2 条第 1 項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。
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学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規 

 

制  定 平成 16 年 10 月 19 日 規第 287 号 

最新改正 平成 30 年 5 月 8 日 規第 104 号 

 

 学生は，相互の敬愛と協力，知性と常識に従い，大学としてふさわしい環境の醸成と維持に努めなけ

ればならない。ゆえに学生は，次の行為を行うに当たっては，この内規の定めに従い行わなければなら

ない。 

一 学生団体 

1 本学の学生が団体を組織し，その活動に当たって本学より部室の使用等の供与を受ける場合には，

当該団体を組織しようとする学生の代表者は，理事又は副学長のうちから総長が指名する者（以下

「管理運営責任者」という。）に登録を申請し，その許可を得なければならない。 

2 登録の申請に当たっては，所定の学生団体登録申請書に次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

（1） 団体の名称 

（2） 設立年月日 

（3） 目的 

（4） 活動内容 

（5） 規約 

（6） 顧問教員，役員及び会員の氏名 

（7） 前年度の活動内容 

3 管理運営責任者は，第 1 項の申請が次に掲げる要件を充たす場合に限り，登録を許可するものと

する。 

（1） 本学の学生 5 名以上の会員で組織されていること。 

（2） 本学の専任教員が，顧問教員として当該団体の運営と活動の指導に当たっていること。ただ

し，顧問教員が他の団体の顧問教員を兼任する場合，当該申請団体を含め，その数が 3 団体以内

であること。 

（3） 過去 1 年間に当該団体の目的に即した相当の活動実績があること。 

4 前項の規定により登録の許可を得た団体（以下「登録学生団体」という。）の登録の有効期間は，

1 年とする。ただし，登録学生団体が，毎年 5 月 31 日までに所定の学生団体登録継続届に第 2 項

に掲げる事項を記載の上，管理運営責任者に提出し，前項に掲げる要件を充たす場合に限り，登録

の更新を受けることができる。 

5 登録学生団体が，学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届の記載事項を変更したとき又

は解散したときは，速やかに管理運営責任者に届け出なければならない。 

6 学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届に虚偽の記載があった場合又は登録学生団体が
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学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規 

 

制  定 平成 16 年 10 月 19 日 規第 287 号 

最新改正 平成 30 年 5 月 8 日 規第 104 号 

 

 学生は，相互の敬愛と協力，知性と常識に従い，大学としてふさわしい環境の醸成と維持に努めなけ

ればならない。ゆえに学生は，次の行為を行うに当たっては，この内規の定めに従い行わなければなら

ない。 

一 学生団体 

1 本学の学生が団体を組織し，その活動に当たって本学より部室の使用等の供与を受ける場合には，

当該団体を組織しようとする学生の代表者は，理事又は副学長のうちから総長が指名する者（以下

「管理運営責任者」という。）に登録を申請し，その許可を得なければならない。 

2 登録の申請に当たっては，所定の学生団体登録申請書に次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

（1） 団体の名称 

（2） 設立年月日 

（3） 目的 

（4） 活動内容 

（5） 規約 

（6） 顧問教員，役員及び会員の氏名 

（7） 前年度の活動内容 

3 管理運営責任者は，第 1 項の申請が次に掲げる要件を充たす場合に限り，登録を許可するものと

する。 

（1） 本学の学生 5 名以上の会員で組織されていること。 

（2） 本学の専任教員が，顧問教員として当該団体の運営と活動の指導に当たっていること。ただ

し，顧問教員が他の団体の顧問教員を兼任する場合，当該申請団体を含め，その数が 3 団体以内

であること。 

（3） 過去 1 年間に当該団体の目的に即した相当の活動実績があること。 

4 前項の規定により登録の許可を得た団体（以下「登録学生団体」という。）の登録の有効期間は，

1 年とする。ただし，登録学生団体が，毎年 5 月 31 日までに所定の学生団体登録継続届に第 2 項

に掲げる事項を記載の上，管理運営責任者に提出し，前項に掲げる要件を充たす場合に限り，登録

の更新を受けることができる。 

5 登録学生団体が，学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届の記載事項を変更したとき又

は解散したときは，速やかに管理運営責任者に届け出なければならない。 

6 学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届に虚偽の記載があった場合又は登録学生団体が

本学の規則に違反し，その他本学の秩序を乱すような行為を行った場合には，管理運営責任者は，

当該団体の登録を抹消することができる。 

7 登録申請若しくは登録継続の届出の結果不許可となった場合又は登録を抹消された場合は，当該

通知のあった日から 14 日以内に限り，管理運営責任者に異議申立てを行うことができる。 

二 集会 

1 登録学生団体その他の学生団体（以下「学生団体」という。）が学内において集会をしようとする

ときは，当該団体の代表者はその期日の 3 日前までに，所属の学部長，研究科長又は管理運営責任

者に届け出なければならない。ただし，次項の規定により施設の使用許可を申請する場合又は登録

学生団体が平常使用している場所で活動内容の範囲内で集会をする場合はこの限りでない。 

2 学生団体が集会のために施設を使用しようとするときは，当該団体の代表者はその期日の 3 日前

までに，体育施設及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する施設にあっては管理運

営責任者，その他の施設にあっては当該施設を管理する部局長に，所定の許可申請書を提出し，使

用許可を受けなければならない。 

3 集会をしようとする学生団体は，次の事項を守らなければならない。 

（1） 建物又は諸器具を破損又は滅失した場合には弁償すること。 

（2） 当該施設の使用後は整理及び戸締りを行い，特に火気に留意すること。 

（3） 学生の本分に反すること又は営利のために使用しないこと。 

（4） 集会は午後 9 時以降に行わないこと。 

（5） 拡声器を使用するときは講義の時間帯を避けるとともに，研究教育活動に支障のある場所での

使用を避けること。 

4 所管の部局長又は管理運営責任者は，業務上必要が生じたときは集会の場所若しくは使用期日の

変更を求め，又は使用許可を撤回することができる。 

5 所管の部局長又は管理運営責任者は，集会が学内の秩序を乱すおそれがあると判断したときは，そ

の解散を命ずることができる。 

三 掲示 

1 文書又はポスターを掲示しようとするときは，所定の用紙に必要事項を記載の上，その文書又はポ

スターを添えて，片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所に

あっては管理運営責任者，その他の場所にあっては当該掲示場所を管理する部局長に届け出なけれ

ばならない。 

2 立て看板による掲示をしようとするときは，所定の用紙に必要事項を記載の上，片平キャンパス及

び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営責任者，その他の

場所にあっては掲示場所を管理する部局長に申し出て，その許可を得なければならない。 

3 掲示物には団体名及び責任者名を記載しなければならない。 

4 掲示の内容は，虚偽のもの，他人の名誉を毀き損するもの又は風紀を乱すものであってはならな

い。  
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5 文書又はポスターの掲示に当たっては所定の掲示板を使用するとともに，その用紙の大きさは，原

則として日本工業規格 A2 判（新聞紙 1 ページ大）以内としなければならない。 

6 立て看板は，通行の妨害及び人身に危険の及ばない場所に設置するとともに，その大きさを小さく

するよう努めるものとする。 

7 掲示期間は原則として 2 週間とし，その期間を超えた場合は，責任者は速やかにこれを取り除く

ものとする。 

8 前各項に違反した場合には，管理者がこれを撤去するものとする。 

四 印刷物配布その他 

1 本学構内及び各門付近で印刷物，物品等を配布又は販売しようとするときは，その印刷物，物品等

を添えて，片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあって

は管理運営責任者，その他の場所にあっては当該場所を管理する部局長に届け出なければならない。 

2 署名運動，募金運動及び世論調査を行う場合も前項に準ずる。 

附 則 

1 この内規は，平成 16 年 10 月 19 日から施行する。 

2 この内規施行の際現に改正前の学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規の規定により受理され，

又は許可された学生団体の結成若しくは継続，集会，掲示又は印刷物配布等は，それぞれ改正後の内

規の相当規定により受理され，又は許可されたものとみなす。 

 

（省 略） 

 

   附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 104 号改正） 

1 この内規は，平成 30 年 5 月 8 日から施行し，改正後の二第 1 項の規定は，平成 30 年 4 月 1 日から

適用する。 

2 この内規による改正前の学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規二第 1 項の規定は，東北大学大

学院通則の一部を改正する通則(平成 30 年規第 54 号)附則第 2 項の規定により存続するものとされた

教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。 

 



 

 

Ⅶ 環境科学研究科の組織・教職員等 

 

環境科学研究科の講座と分野について 

教員一覧 

役職者 

事務室 

  

Ⅶ
環 境 科 学
研 究 科 の
組 織  ・
教 職 員 等
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5 文書又はポスターの掲示に当たっては所定の掲示板を使用するとともに，その用紙の大きさは，原

則として日本工業規格 A2 判（新聞紙 1 ページ大）以内としなければならない。

6 立て看板は，通行の妨害及び人身に危険の及ばない場所に設置するとともに，その大きさを小さく

するよう努めるものとする。

7 掲示期間は原則として 2 週間とし，その期間を超えた場合は，責任者は速やかにこれを取り除く

ものとする。

8 前各項に違反した場合には，管理者がこれを撤去するものとする。

四 印刷物配布その他

1 本学構内及び各門付近で印刷物，物品等を配布又は販売しようとするときは，その印刷物，物品等

を添えて，片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあって

は管理運営責任者，その他の場所にあっては当該場所を管理する部局長に届け出なければならない。

2 署名運動，募金運動及び世論調査を行う場合も前項に準ずる。

附 則

1 この内規は，平成 16 年 10 月 19 日から施行する。

2 この内規施行の際現に改正前の学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規の規定により受理され，

又は許可された学生団体の結成若しくは継続，集会，掲示又は印刷物配布等は，それぞれ改正後の内

規の相当規定により受理され，又は許可されたものとみなす。

（省 略）

附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 104 号改正）

1 この内規は，平成 30 年 5 月 8 日から施行し，改正後の二第 1 項の規定は，平成 30 年 4 月 1 日から

適用する。

2 この内規による改正前の学生団体，集会，掲示，印刷物配布等の内規二第 1 項の規定は，東北大学大

学院通則の一部を改正する通則(平成 30 年規第 54 号)附則第 2 項の規定により存続するものとされた

教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

環境科学研究科の講座と分野について 

「先進社会環境学専攻」と「先端環境創成学専攻」は，次に掲げる講座と分野で構成されます。

先進社会環境学専攻 

■ 基幹講座

□ 資源戦略学講座

地圏環境計測・分析学

環境素材設計学 

 持続可能な社会を構築するためには，環境科学の観点からの素材（材料）のデザインが必要である。

本分野では，生命現象や地球環境と材料の相互作用についての基礎学術に立脚し，環境科学の観点から

生命や環境と調和し，さらには積極的に生命や自然に働きかけて新しい調和を生み出す材料の設計の探

求とそれに基づく材料の創製を行っている。具体的には，生命科学の観点から生体組織の修復や病気の

治療のための材料および微生物の機能を有効利用するための足場材料など，生命に調和する材料の創製

に取り組んでいる。また，地球科学の観点から環境中からの有害物を除去するための材料や過酷環境で

利用できるセラミックスコーティングの創製にも取り組んでいる。

環境修復生態学 

 生命と環境の調和を追求する環境修復生態学は，持続可能な社会を実現する上で重要な科学である。

その確立と応用に向け，本分野では「環境」と「バイオ」をキーワードとし，環境生物学，遺伝子工学，

生物情報科学の基礎研究を基盤に，環境浄化，資源循環およびエネルギー生産に寄与する生物機能の解

明とともに，それらの機能を活かした生物工学的プロセスの開発を目指している。具体的な研究テーマ

として，植物・微生物による有害金属や有用金属への応答機能を利用した環境技術の開発，ならびに合

成生物学的手法を導入した金属資源やバイオマス資源循環に寄与する生物工学プロセスの構築などの研

究を行っている。加えて，バイオインフォマティクスなどデータサイエンスの手法を取り入れた環境・

生物間相互作用への理解を通して，新たな学際的環境生物工学分野の開拓にも取り組んでいる。

地球物質・エネルギー学 

 国際的，地域的な環境や資源問題，エネルギー問題を主として物質科学的な側面から追求する。地球

物質は固体（岩石），流体，気体から成っており，これらは地球を構成する個々のサブシステム（地圏，

水圏，気圏）内で相互作用を生じ，さらに各サブシステム間を循環している。地球規模の環境問題およ

び資源の偏在は，地球物質循環の連鎖の過程の不均質性に起因して生じる場合が多い。本分野は，地質

学，岩石学，地球化学を基礎にして，地球物質の成り立ちと循環プロセスを解明し，地球環境の評価，

地圏環境の将来予測，環境地質リスクに関する教育と研究を行なっている。具体的には，岩石―流体相

互作用が支配する海底熱水性鉱床形成，岩石からの水素エネルギー発生機構や地震発生のメカニズムに

関する研究，地球規模の炭素循環と CO2 鉱物固定化プロセス，および超臨界地熱資源の地化学的特性，

機械学習を用いた地殻内元素移動に関する研究などを進めている。

資源循環・環境応用学 

 本分野では，環境化学工学をベースとし，資源の生産，利用，リサイクルや処分等の様々な段階を幅

広く対象として，持続可能な社会の形成に必要とされる資源循環および脱炭素化システムに関する研究

を行う。具体的には，塩基性の材料（副産物や廃棄物，鉱物等）を利用した二酸化炭素の炭酸塩鉱物化

による固定化・有効利用技術，鉱物系材料や電気透析技術を利用した効率的な水処理に関する研究，各
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種の廃棄物や付随する環境負荷元素の最終処分方法の開発等の研究を幅広く推進している。炭酸塩鉱物

化技術については，二酸化炭素排出削減量の算出方法論の確立に向けた研究にも取り組んでいる。 
 
環境調和システム学 

 本分野では，環境調和型社会の構築を目指して，ジオメカニクスと環境調和開発学を基礎とした研究

を行う。具体的には，地下エネルギー資源（地熱含）や鉱物資源の持続可能な開発とその利用，エネル

ギー貯蔵や廃棄物処分のような地圏環境の高度利用に資する地殻物性，地殻応力計測およびその技術開

発，地下き裂の透水性やその力学挙動の理解に関する研究であり，さらには，建設・開発機械と土・岩

石の力学的相互作用に基づいた環境調和型施工技術システムの開発，災害復旧に貢献し得る新しい建設

機械施工システムの開発などに関する研究である。すなわち，資源工学、岩盤工学、固体地球科学，地

盤工学，土質力学，土木工学，流体力学，開発機械学，システム設計学などの分野に跨る研究に取り組

む。研究キーワードは「地熱」，「地圧」，「地震」，「機械」，「システム」である。 
 
環境機能材料創成学 

 本分野では，炭素などの非金属軽元素を用いて，表面・界面設計に基づいたナノレベルでの高度な複

合機能化技術（高効率異元素ドーピング技術，異種材料結合技術）の創成や，「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals: SDGs）」に関わる次世代のクリーンエネルギー分野に必要不可欠な

革新的高次機能環境材料（高分子固体燃料電池触媒，光・荷重・熱・バイオマスを利用した環境発電材

料）の創成に挑戦している。 
 

□ エネルギー資源学講座 
分散エネルギーシステム学 

 将来にわたってエネルギーを安定に，かつ，環境負荷の小さな形で供給していく方法を見いだすこと

は，今世紀に生きる人類に課せられた最大の課題である。このためには再生可能エネルギーの利活用が

不可欠であり，水素などの新しいエネルギーキャリアの利用や，マイクログリッドによる分散エネル

ギーシステムの構築によって，これを実現しようとする試みがなされている。本分野では，これらの重

要な構成要素として期待される，高効率燃料電池（固体酸化物燃料電池，SOFC）や，再生可能エネル

ギーからの水素製造，さらには，環境モニタリングなどの技術を取り上げ，これらに使われる機能性材

料の物性や反応を，化学熱力学・固体電気化学の立場から明らかにしていくことで，技術の実用化と，

新しいエネルギーシステムの普及に貢献することを目指している。 
 
エネルギー資源リスク評価学 

 本分野では，地表から地下深部に至る多様な温度・圧力環境における岩石・流体の特性と，熱・流体

移動，変形・破壊および化学反応の連成現象を統合的に理解し，エネルギー資源開発に伴う地下環境挙

動の予測および制御技術の確立を目指している。 
 具体的には，例えば，CO2 利用・誘発地震抑制型の地熱・石油天然ガス開発に資する岩石破壊・鉱物

溶解制御技術，鉱物の加速風化を利用した CO2の炭酸塩固定技術，大規模 CO2地中貯留における浸透性

改善および制御型貯留設計技術，ならびに汚染物質の地下移動挙動解析に基づくリスク低減技術の研究

を展開している。 
 本分野は，岩石力学，地球化学，流体力学，資源工学を融合した「地球物質制御学」を基盤とし，地

下資源開発と環境保全の両立を実現する新たなエネルギー資源リスク評価体系の構築を目指す。 
 
環環境境共共生生機機能能学学  
 天然に豊富に存在する元素を用い，環境負荷の低い反応プロセスから得られるナノ材料を最先端の分

析技術を駆使し評価・制御することで，高機能性素材を創製し，環境・エネルギー・資源分野への応用

を目指し，現在は下記の研究を中心に実施している。 
(1) 常温の水溶液中における金属錯体構造制御による機能性ナノ材料（化合物太陽電池，導電性材料，燃
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種の廃棄物や付随する環境負荷元素の最終処分方法の開発等の研究を幅広く推進している。炭酸塩鉱物

化技術については，二酸化炭素排出削減量の算出方法論の確立に向けた研究にも取り組んでいる。 
 
環境調和システム学 

 本分野では，環境調和型社会の構築を目指して，ジオメカニクスと環境調和開発学を基礎とした研究

を行う。具体的には，地下エネルギー資源（地熱含）や鉱物資源の持続可能な開発とその利用，エネル

ギー貯蔵や廃棄物処分のような地圏環境の高度利用に資する地殻物性，地殻応力計測およびその技術開

発，地下き裂の透水性やその力学挙動の理解に関する研究であり，さらには，建設・開発機械と土・岩

石の力学的相互作用に基づいた環境調和型施工技術システムの開発，災害復旧に貢献し得る新しい建設

機械施工システムの開発などに関する研究である。すなわち，資源工学、岩盤工学、固体地球科学，地

盤工学，土質力学，土木工学，流体力学，開発機械学，システム設計学などの分野に跨る研究に取り組

む。研究キーワードは「地熱」，「地圧」，「地震」，「機械」，「システム」である。 
 
環境機能材料創成学 

 本分野では，炭素などの非金属軽元素を用いて，表面・界面設計に基づいたナノレベルでの高度な複

合機能化技術（高効率異元素ドーピング技術，異種材料結合技術）の創成や，「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals: SDGs）」に関わる次世代のクリーンエネルギー分野に必要不可欠な

革新的高次機能環境材料（高分子固体燃料電池触媒，光・荷重・熱・バイオマスを利用した環境発電材

料）の創成に挑戦している。 
 

□ エネルギー資源学講座 
分散エネルギーシステム学 

 将来にわたってエネルギーを安定に，かつ，環境負荷の小さな形で供給していく方法を見いだすこと

は，今世紀に生きる人類に課せられた最大の課題である。このためには再生可能エネルギーの利活用が

不可欠であり，水素などの新しいエネルギーキャリアの利用や，マイクログリッドによる分散エネル

ギーシステムの構築によって，これを実現しようとする試みがなされている。本分野では，これらの重

要な構成要素として期待される，高効率燃料電池（固体酸化物燃料電池，SOFC）や，再生可能エネル

ギーからの水素製造，さらには，環境モニタリングなどの技術を取り上げ，これらに使われる機能性材

料の物性や反応を，化学熱力学・固体電気化学の立場から明らかにしていくことで，技術の実用化と，

新しいエネルギーシステムの普及に貢献することを目指している。 
 
エネルギー資源リスク評価学 

 本分野では，地表から地下深部に至る多様な温度・圧力環境における岩石・流体の特性と，熱・流体

移動，変形・破壊および化学反応の連成現象を統合的に理解し，エネルギー資源開発に伴う地下環境挙

動の予測および制御技術の確立を目指している。 
 具体的には，例えば，CO2 利用・誘発地震抑制型の地熱・石油天然ガス開発に資する岩石破壊・鉱物

溶解制御技術，鉱物の加速風化を利用した CO2の炭酸塩固定技術，大規模 CO2地中貯留における浸透性

改善および制御型貯留設計技術，ならびに汚染物質の地下移動挙動解析に基づくリスク低減技術の研究

を展開している。 
 本分野は，岩石力学，地球化学，流体力学，資源工学を融合した「地球物質制御学」を基盤とし，地

下資源開発と環境保全の両立を実現する新たなエネルギー資源リスク評価体系の構築を目指す。 
 
環環境境共共生生機機能能学学  
 天然に豊富に存在する元素を用い，環境負荷の低い反応プロセスから得られるナノ材料を最先端の分

析技術を駆使し評価・制御することで，高機能性素材を創製し，環境・エネルギー・資源分野への応用

を目指し，現在は下記の研究を中心に実施している。 
(1) 常温の水溶液中における金属錯体構造制御による機能性ナノ材料（化合物太陽電池，導電性材料，燃

料電池材料など）の合成手法開発 
(2) 溶液プロセスを基礎にした金属および酸化物のナノ領域での構造制御（ナノ粒子，ナノワイヤ，ナノ

プレート）や複合化による太陽電池電極などの高機能薄膜の開発 
(3) 水溶液ベースの簡易な高品質ハライドペロブスカイト光吸収薄膜の形成とその太陽電池・光応答エネ

ルギーデバイスへの応用展開 
 
国際エネルギー資源学 

 
脱炭素型エネルギー・プロセスシステム工学 

 持続可能な社会の実現を目指し，高効率かつクリーンなエネルギーシステムの構築に関する研究を推

進する。各プロセスおよび要素技術における基礎現象を解析し，その知見を統合・体系化することで，

革新的なエネルギー変換・利用プロセスの設計および最適化を行う。さらに，それらのシステムに適し

た要素技術や材料の開発を進め，エネルギー効率の飛躍的向上と不要な副生成物・有害物質の最小化を

目指す。また，革新的な省エネルギー・新エネルギー技術を対象としたモデル化・システム解析を行う

とともに，基礎的要素技術に関する実験的検証も実施する。 
① マルチエネルギージェネレーションシステムの構築・最適化および統合評価（エネルギー・エクセル

ギー，環境，経済性） 
② 次世代ケミカルルーピング技術による CO2フリーエネルギー変換システムと関連機能材料の開発 
③ 三重周期極小曲面構造などのメタマテリアルを利用した高効率水素貯蔵の開発 
④ 産業（製鉄・セメント・化学など）における脱炭素化プロセスの構築・評価 
⑤ 水素由来燃料の燃焼・混焼の技術開発・統合化およびシステム評価 
⑥ 電気化学エネルギー変換・貯蔵デバイスにおける材料選定およびマイクロ構造のモデル化，など。 
 

□ 環境政策学講座 
環境・都市エネルギー学 

 気候変動対策として世界の都市の脱炭素化は，喫緊の課題である。本研究分野では，屋根上太陽光発

電など再生可能エネルギーを主体とした都市の分散型電源システムへのトランジションを加速するため，

技術的，経済的，社会的課題を明らかにし，その解決方法を様々なデータ解析・技術経済性分析・トラ

ンジッション研究を通じて社会に提示することを目指している。特に，今後急速な普及が見込まれる電

気自動車（EV）を屋根上太陽光発電と組み合わせることで，経済性の高い脱炭素化を都市レベルで実現

する「SolarEV シティ構想」によって，都市の脱炭素化を実現するため理論と実践ベースで研究を行う。 
 
環境社会動態学 

 
環境・エネルギー経済学 

 高付加価値工業製品の世界的な需要増大はレアメタルやレアアースを始めとする希少な鉱物資源の需

要増大を引き起こしている。これらの一次資源供給国，精錬技術を有する国は限られており，国際貿易

を介した資源市場は拡大傾向にある。鉱山開発，素材精錬の場で発生する環境・社会への負のインパク

トは，組み立て後の最終製品を消費するステークホルダーの視野の外にある機会が多く，ステークホル

ダー間の環境・社会的責任分担が不適切な事態を引き起こす。 
 ローカルな現場で取り組まれる技術・社会イノベーションが，グローバルな経済活動を通じ，資源国，

精錬国で発生する負のインパクトの解消に対し，どのように社会・環境影響の改善に寄与するのかを事

前・事後に評価する実効力のある評価手法を有するためには，それを支えるデータベース・分析手法の

構築が不可欠である。本分野ではマテリアルフロー分析，産業連関分析を通じ，サプライチェーンを通

じた資源フローの同定，社会・環境への影響分析等を行い，持続可能な資源循環システムの構築，希少

資源の効率的な利用を目指した将来シナリオ提案を目指した研究を進めている。 
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産業エコロジー 

 私たちの消費は，その製品・サービスが作られる過程で様々な環境負荷が排出されている。このよう

な生産から消費までの続く産業間の非常に複雑なプロセスを分析する分野は，食物連鎖などの生物間の

つながりに見立て産業エコロジーと呼ばれている。例えば，輸入された大豆はブラジルで森林を切り開

いて作られているものもあり，そこに住んでいる動植物を絶滅の危機に晒してきた関係を定量化してき

た。サプライチェーンでの環境負荷は，人間活動が地球環境を踏みつけてきた足跡になぞらえて，環境

フットプリントとも呼ばれている。国際的なサプライチェーンや環境フットプリントを分析するために，

本分野では数値計算プログラミング，地理情報分析，大規模データベースの構築や利用を行っている。 
 本講座が扱う環境問題は多岐に渡り，気候変動，大気汚染，生物多様性，森林伐採，資源，水，窒素

汚染などに関する研究をこれまでに行ってきた。また，他の講座と比較してよりマクロ的な観点からの

研究を行っている。 
 
海洋経済・政策学 

 海は豊かな資源に恵まれる一方，気候変動や大規模災害による不確実性を抱えます。「海洋経済」とは，

海の自然資本を持続的に活用する経済活動です。そのモデルを確立・発展させることで，イノベーショ

ンと制度改革を誘導し，食料・エネルギー・経済などの社会課題の解決に，海から取り組みます。 
 本分野では次の二つの洞察を重視し，発展させます。第一に，海と社会が経済活動によって結びつく

ダイナミックなシステムを，海から陸までを含む「海洋経済圏」を捉えること。第二に，海そのものは

変えられなくとも，制度・政策を変えることで社会を変革し，海と社会の関係をより良くできるという

考え方です。 
 これらの洞察に基づき，海洋経済に関する膨大なデータを収集・統合しビッグデータ基盤を構築して

います。収集データにより，自然資本利用と経済活動の両立を評価する生物経済解析や，自然資本の多

様性に経済的価値を見出す金融工学的解析を行い，制度・政策の変革に資する情報へと結実させます。

これにより，海洋経済の可能性だけでなく，従来は見えなかった海の姿も明らかになります。得られた

知見に基づき，海洋経済圏の実現に向けた政策デザインと政策形成に取り組んでいます。 
 
マルチスケール社会・環境動態学 

 気候変動をはじめ環境影響評価には，人間社会と自然環境の動態の相互作用を解明することが重要で

ある。人口構造や社会経済活動のパターンは時空間的に不均一であり，環境変化との複合的な影響を通

じて，地域ごとに異なるリスクを生じさせている。本分野では，こうした社会－環境システムの動態を

地域―国―グローバルのマルチスケールで解明することを目的とする。フィールドワークによるデータ

収集から，全球スケールでの統計情報，衛星観測データなどの解析まで，多様な手法を組み合わせて研

究を進める。主な研究対象は，気候及び環境変動が人口移動，社会経済格差，高齢化，健康などに与え

る影響の評価である。これらの検証を通じ，気候リスクの不平等な時空間的分布に明らかにし，効果的

な適応策の実現に貢献することを目指している。 
 

■ 協力講座 
□ 環境応用政策学講座 

地殻環境システム学 

  
環境情報学 

 
機能性粉体プロセス学 

 粉体を原料，中間製品あるいは最終製品とする高機能性材料の開発・製造がいつの時代も盛んである。

その材料の特性はその組成だけではなく，材料中の粒子集積構造にも依存し，その構造は粉体粒子の粒

子径やその分布など物性・特性値に左右される。したがって，原料となる粉体の生成などの粉体プロセ

スを精緻に制御し，所望する粒子を取得し，かつ所望する機能を発現させるためには，粉砕や混合，成
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産業エコロジー 

 私たちの消費は，その製品・サービスが作られる過程で様々な環境負荷が排出されている。このよう

な生産から消費までの続く産業間の非常に複雑なプロセスを分析する分野は，食物連鎖などの生物間の

つながりに見立て産業エコロジーと呼ばれている。例えば，輸入された大豆はブラジルで森林を切り開

いて作られているものもあり，そこに住んでいる動植物を絶滅の危機に晒してきた関係を定量化してき

た。サプライチェーンでの環境負荷は，人間活動が地球環境を踏みつけてきた足跡になぞらえて，環境

フットプリントとも呼ばれている。国際的なサプライチェーンや環境フットプリントを分析するために，

本分野では数値計算プログラミング，地理情報分析，大規模データベースの構築や利用を行っている。 
 本講座が扱う環境問題は多岐に渡り，気候変動，大気汚染，生物多様性，森林伐採，資源，水，窒素

汚染などに関する研究をこれまでに行ってきた。また，他の講座と比較してよりマクロ的な観点からの

研究を行っている。 
 
海洋経済・政策学 

 海は豊かな資源に恵まれる一方，気候変動や大規模災害による不確実性を抱えます。「海洋経済」とは，

海の自然資本を持続的に活用する経済活動です。そのモデルを確立・発展させることで，イノベーショ

ンと制度改革を誘導し，食料・エネルギー・経済などの社会課題の解決に，海から取り組みます。 
 本分野では次の二つの洞察を重視し，発展させます。第一に，海と社会が経済活動によって結びつく
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マルチスケール社会・環境動態学 

 気候変動をはじめ環境影響評価には，人間社会と自然環境の動態の相互作用を解明することが重要で

ある。人口構造や社会経済活動のパターンは時空間的に不均一であり，環境変化との複合的な影響を通

じて，地域ごとに異なるリスクを生じさせている。本分野では，こうした社会－環境システムの動態を

地域―国―グローバルのマルチスケールで解明することを目的とする。フィールドワークによるデータ

収集から，全球スケールでの統計情報，衛星観測データなどの解析まで，多様な手法を組み合わせて研

究を進める。主な研究対象は，気候及び環境変動が人口移動，社会経済格差，高齢化，健康などに与え

る影響の評価である。これらの検証を通じ，気候リスクの不平等な時空間的分布に明らかにし，効果的

な適応策の実現に貢献することを目指している。 
 

■ 協力講座 
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■ 寄附講座 
□ 環境資源循環学講座（DOWA ホールディングス（株）） 

環境政策・影響評価学 

 本講座では，環境中での資源循環における環境政策及び環境影響の理論とその実証的な評価研究を進

める。ライフサイクルアセスメント，マテリアルフロー分析，地理情報処理，時空間データ解析等を融

合して，環境政策・環境影響評価の新たな分析手法やデータベースを開発するとともに，現状のター

ゲット素材の資源循環性の効率，時間的・空間的範囲を含めた環境影響の解析，回収すべき廃棄物・元

素の探索などを通して，政策・提言・実証試験などへの研究・開発の方向性の提言を目指す。 
 
環境プロセス学 

 本分野では，水圏/地圏/大気圏中の汚染物質の除去・無害化，重金属除去・回収プロセスの開発，希

少有用資源の濃縮プロセスなど資源循環に必要な技術・プロセスの開発を行う。資源開発や製錬事業に

係る環境政策の提案にふさわしい環境浄化・環境修復技術の開発とその展開を進めると共に，環境調和

的な資源開発に貢献する研究開発を進める。 
 層状複水酸化物（LDH）やモンモリロナイトの層間を有機物イオンにより機能化した無機−有機複合

材料を創製し，その機能性材料による水溶液中の金属や有機化合物の選択的分離・捕捉技術の研究を行

っている。また，LDH による酸性排ガスの処理に関する研究を行っている。LDH やメソポーラス金属

酸化物を利用した，CO2 の除去・濃縮・利用プロセスの開発も行っている。一方で，環境調和型材料を

中心とする研究開発，ならびに大学で行われている様々な研究情報収集を通じて，次世代の材料・デバ

イスの研究シーズの探索や，大学研究シーズと企業ニーズのマッチングを推進する。また，非鉄金属製

錬過程の排水中に含まれる金属を，微生物により除去・回収する新しいプロセスの開発に取り組んでい

る。 
 
環境政策実装学 

 地球環境問題の深刻化が進む中で，3R といった言葉の中で語られていた資源循環に関わる事柄も近年

は循環経済（Circular Economy）と言い換えられ，より実効的な制度が求められるようになってきた。

このような二次資源の循環を推進するためには，リサイクル工程上の忌避物を系外に取り出し許容量以

下にして適正に処理する技術や，そのような処理を可能にする制度・社会システムが必要である。しか

し，現在までこの分野に関する科学的知見やそれに基づいた制度の設計例は必ずしも多いとは言えない。 
 本講座では，経済原則により拡散した後に適正に処理・リサイクルされないことで環境の汚染物質と

なり得る E-Scrap や LiB などの製品や金属・プラスチックといった素材について，新規な分離・分解手

法，管理技術ならびに評価技術に関する研究を実施している。また，過去の有害物質により起こった土

壌汚染等地圏環境に関する研究も行っている。このような資源循環に関わる事項は国内に限られない事

柄であるため，欧米等の最新動向の把握や情報発信，および東南アジア諸国への啓発や共同研究も積極

的に行っている。新規な製品・物質が世に現れライフスタイルも日々変化する中，リサイクルや廃棄物

処理など産業活動を進展させるための静脈的役割を担う分野では，その処理の原理や副生成物の動きの

解明といった科学的な検討は必ずしも充分でなく，基礎研究面での進展が必要である。また，このよう

な中で有害物や資源物を管理していくためには，社会制度にうまく反映させていくことが重要である。

具体的には，客観的な視点からの基礎研究の推進と行政や産業界との協働を通じて社会に伝えていくこ

とである。本講座では，これらを目的とした教育・研究活動を推進するほか，それらの社会実装を目指

した活動を行っている。 
 
□ 硬質材料環境調和設計学講座 

硬質材料環境調和設計学 

 当研究分野では，切削工具，耐摩耗工具に用いられる炭化タングステン-コバルト超硬合金などの硬質

材料において環境資源問題と材料特性等を調和させること（環境調和設計）を目的とした研究開発を，

我が国の硬質材料関係会社（10 社）との共同で進める。新規硬質材料の基礎研究（超微粒超硬合金開発，
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我が国の硬質材料関係会社（10 社）との共同で進める。新規硬質材料の基礎研究（超微粒超硬合金開発，

超硬合金製造時の諸問題解決など）,シミュレーション，計算状態図，材料設計，データベース等を構築

する。硬質材料における資源問題の解決策の基礎研究を行い，希少金属（タングステン，コバルト等）

の低減・代替技術，リサイクル技術の基本方針を明らかにする。そして，硬質材料環境調和設計学の人

材を育成し，硬質材料における資源問題を解決するための基礎が構築され，我が国の硬質材料技術が世

界をリードすることを目指す。 
 本講座を希望する学生に対しては，コーディネーター担当である特任教授が研究テーマと関連性を考

えて指導教員との調整を行う。また硬質材料関係会社からの強い協力関係が得られる形での研究テーマ

の設定を行い，メカニズム解明などの基礎研究の成果が，実用的な観点からどのような意味をもつかを

明らかにする。 
 

□ 環境調和材料設計学講座（日鉄鉱業（株）） 
環境調和材料設計学 

 環境と調和したエネルギーシステムを構築するためのキーマテリアルとなる新規光化学反応材料（太

陽光－水素エネルギー変換材料等）の基礎研究において，環境との調和、自然との共生を指向した材料

設計（材料形態，元素種・分布の最適化，貴金属代替材料の開発，シミュレーション等）を通し，環境

と調和した資源・エネルギー問題の解決と機能材料の創生との同時達成を目指す。同時に，21 世紀の地球

的課題に取り組む高度な知識と能力を有する人材を育てるため，日鉄鉱業が有する国際的なネットワー

クを利用して国内外での社会実装に繋がる研究を行うことを通し，本講座に関わる若手研究者・学生諸

君の基礎学力，高度かつ総合的な R&I（リサーチ&イノベーション）能力，および国際社会において活

躍するための教養・人格を涵養する。 
 

■ 連携講座 
□ 環境リスク評価学講座（産業技術総合研究所） 

環境リスク評価学 

 当研究分野では，我が国がおかれているエネルギー・環境問題を鑑み，地熱エネルギーを社会へ「安

全・安心」な形で実装するための研究教育を実施する。 
 ここでは，地熱開発における不確定性軽減・経済的リスク低減のための高度統合型地下モニタリング

技術の開発，地熱開発にともない発生する有感地震のリスク評価法の構築，地熱開発が近隣の温泉へ与

える影響の科学的解明とそのリスク評価法等の研究を実施する。さらに，超高温・高圧領域での革新的

地熱エネルギー開発法の研究を国内外の研究者と連携して実施し，地熱エネルギー利用のネガティブ

ファクターの解決を目指す。 
  

□ 地域環境イノベーション学講座（八戸工業高等専門学校） 
地域環境イノベーション学 

 本講座は，八戸高等工業専門学校で行われているさまざまな先端研究を，東北大学環境科学研究科で

より発展させ，地球規模ならびに地域の環境課題の解決を目指している。具体的なテーマとして，地熱

エネルギーの探査と利用，各種無機・有機・金属材料の合成、資源の変換と環境・エネルギー、システ

ム開発，酵素や微生物の物質生産への応用，生物機能の工学的利用，生物資源の有効利用，ならびに下

水処理場や環境水中に存在する健康関連微生物の実態と挙動および除去・不活化方法に関する研究など

であるが，このほかにも八戸高専が進めている多様な研究を，東北大学大学院環境科学研究科の先端的

設備を用い，環境科学研究科の教員と進めることができる。 
 

□ 国際鉱物資源戦略学講座（エネルギー・金属鉱物資源機構） 
国際鉱物資源戦略学 

 本講座は，国際鉱物資源戦略学に密接に関連する資源循環技術，サーキュラーエコノミー及び環境経

済施策の高度化並びに社会実装を推進するとともに，これらを担う高度専門人材の養成を目的とする。

そのため，資源・環境問題に十分配慮しつつ，技術開発と経済の持続的発展の両立を図る実践的な研
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究・教育を体系的に実施する。 
 具体的には，金属資源分野における資源政策及び国際情勢，金属鉱物サプライチェーン，資源確保に

係る国際協力等の最新動向を把握させるとともに，衛星画像解析を活用した探査，小規模採掘及び環境

モニタリング等に関する実習を実施する。これにより，環境科学に係る先進技術を地域及び国際社会の

実情に即して適用し，社会実装へと導くための理論及び実践能力を修得させ，先進技術と社会を架橋す

るリーダー的人材を養成する。。 
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究・教育を体系的に実施する。 
 具体的には，金属資源分野における資源政策及び国際情勢，金属鉱物サプライチェーン，資源確保に

係る国際協力等の最新動向を把握させるとともに，衛星画像解析を活用した探査，小規模採掘及び環境

モニタリング等に関する実習を実施する。これにより，環境科学に係る先進技術を地域及び国際社会の

実情に即して適用し，社会実装へと導くための理論及び実践能力を修得させ，先進技術と社会を架橋す

るリーダー的人材を養成する。。 
 

先端環境創成学専攻 

 
■ 基幹講座 
□ 都市環境・環境地理学講座 

環境地理学（文化環境学コース）  
 物的環境（自然環境を含む）および社会的環境と関連した人の空間的行動，環境－人間関係，景観変

容，社会経済的格差の地理学的諸問題を対象に人文地理学研究を展開する。その方法論として，地理情

報システム（GIS）ならびに時空間データ解析に関わる基礎研究もあわせて実施している。具体的な研

究課題には次のようなものがある。 
（1）健康や犯罪の空間疫学的問題について，健康格差の空間的側面および近隣環境との関連性，犯罪

の時空間分布と予測研究等の研究プロジェクトを，複数の共同研究機関との連携の中で進めており，

犯罪・健康・災害等のリスク研究に共通する環境地理学的の分析フレームの構築を目標としている。 
（2）中国内モンゴル自治区およびモンゴル国を対象とした自然環境と資源利用の関係，農業・牧畜業

の経済発展に伴う変容と地域住民の高齢化といった社会経済の変化，東日本大震災以降の被災地を

対象とした産業地域の復旧・復興プロセスのダイナミズムの解明などを通して，人間生活と地域資

源との相互関係を，地域性と歴史的変遷の両面から体系化して実証的に検討している。 
 
国際防災学（災害科学コース）  
 災害被害最小化を目指す防災学は，理学，工学，人文社会科学，医学等の文理融合型の学問であるこ

とに留まらず，産官学民での取り組みが必須である。近年，激甚化・頻発化している災害被害を低減さ

せるためには，防災の主流化が重要であり，防災学による研究成果の社会実装や地域・国際連携による

防災・減災対策の実践が求められる。本分野では，2015 年に国連で採択された国際アジェンダ，SDGs，
パリ協定，仙台防災枠組の中で，特に仙台防災枠組に則った防災施策の実践に着目する。国際アジェン

ダの変遷や実践状況の分析，災害被害統計などのエビデンスに基づく防災政策立案に資する研究を行う

ことで，2030 年以降のポスト仙台防災枠組を見据えた実践的な防災学を探求する。 
 
土地システム持続可能性（文化環境学コース）  
 人間の幸福を支える持続可能で回復力のある土地環境の実現に資する，土地システムに関する知の深

化を目指す。社会―生態システムおよび地理空間的アプローチを用いて，土地利用・被覆の変化，生物

多様性・生態系サービス，気候関連リスクを統合的に分析し，持続可能な土地管理および政策立案に資

する知見を提供する。 
 
災害リスクガバナンス研究（災害科学コース）  
研究分野： 災害リスク削減（DRR）の政策・施策等に関する研究 
研究テーマ：開発と防災の両立実現に向けた研究 
① 開発過程での時空間的な災害リスク分布の傾向把握 
② 気候変動，人口減少など新たな社会課題をふまえた DRR のあり方に関する研究 
③ 新興国での事前防災投資および将来リスク抑制に関する研究 

 
災害文化アーカイブ研究（災害科学コース）  
研究分野：災害文化アーカイブを基盤とした地域防災力の向上に関する研究 
研究テーマ：災害に関するデータや歴史・文化資料をアーカイブするとともに，これらを網羅的に収集

して分析することで，個人・社会の地域防災力の向上に資する実戦的研究を展開する。 
① 災害文化デジタルアーカイブの基盤構築及び利活用に関する研究 
② 災害文化を考慮した国内外の地域防災力の向上に関する研究 
③ 災害文化を踏まえた地域防災計画や津波避難計画等の最適化の研究 
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④ 多様な歴史資料を活用した学際的な視点による歴史災害の研究 
⑤ 文化遺産の救済保全のためのハザードリスクに関する研究 
⑥ 自然と人間の共生をめぐる歴史・文化に関する研究 

 
災害社会情報学（災害科学コース）  
 本分野では，災害の経験から得られた教訓や情報を，いかにして現代および未来の社会システムへと

実装し，人々の意思決定や行動変容に繋げるかを科学的に探求する。 
① 災害伝承・ナラティブの分析と継承 
② 事前および災害時における人間行動とコミュニケーションのモデル化 
③ レジリエントな社会構築のための情報デザイン 
 

□ 太陽地球システム・エネルギー学講座 
資源利用プロセス学（材料環境学コース） 
 鉄鋼をはじめとする波及効果の大きな基幹金属素材の高温プロセスを用いた製錬のカーボンニュート

ラル化などの環境負荷低減に関する研究を主に行っている。また，製錬の基礎学問を用いた多孔質金属

の製造技術に関する研究も行っている。 
 たとえば，カーボンニュートラルを実現するための水素製鉄に用いる原料の炉内での劣化メカニズム

の解明とその抑制手段の開発，製鉄プロセスで排出されるガスを回収し，固体の炭素まで改質し再利用

する炭素循環製鉄法の開発，高炉原料の塊成化プロセスである焼結機の低炭素操業法の開発や製品品質

改善，非鉄製錬のカーボンニュートラルに向けた水素やバイオマス等の有効利用法の開発などを実施す

る。 
  
地球システム計測学（文化環境学コース） 
 環境問題には様々な時間・空間スケールのものが存在するが，当分野では主に全球規模の環境問題で

ある，「オゾンホール」に代表されるオゾン破壊や地球温暖化に関する観測的研究をテーマとしている。

具体的には，フーリエ変換型分光計を用いた大気微量成分の地上観測，気球を用いた上部成層圏オゾン

観測などを行っている。なお，これらの研究のいくつかは連携講座の地球環境変動学分野（国立環境研

究所）と協力して進めている。 
 
水資源システム学（文化環境学コース，災害科学コース）  
 水は生命の源である一方，水災害・水環境・水紛争など，様々な問題の原因にもなる。本分野では，

現地観測と数値計算（シミュレーション）を基に，グローカルな水の動態（降水，蒸発，貯留，流出）

を明らかにし，水の物理的・化学的側面だけではなく，生物や人間活動が水資源や水質に及ぼす作用も

含めて研究を行い，地球上の水問題解決，低炭素社会・循環型社会の形成に貢献することを目的として

いる。水に関する研究に関心を持つ学生を歓迎する。具体的には以下の通りである。 
(1) 水資源，水循環システムの研究 
(2) 水（土砂輸送，栄養塩など）・熱・生物動態環境評価 
(3) 生物学的，物理化学的，生態学的環境浄化技術の開発 
(4) バイオマス利活用とバイオエネルギーの研究 
(5) 下水再生利用に関する技術と健康リスク管理 
(6) 廃水中に含まれる潜在的資源の利活用 

 
津波堆積学（災害科学コース）  
 巨大な津波は広域にわたり人的・物的被害をもたらす。同時に，大量の堆積物を運搬して地形を変化

させ，地層中にも痕跡を残す。これらの地質学的証拠から明らかにされる過去の津波の発生時期や規模

は，津波はもとよりその原因となる事象（地震，海底地滑り，火山噴火）のリスク評価において不可欠

である。本分野では，災害リスク評価を主な目的の一つとして，以下のような項目について研究を行っ
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④ 多様な歴史資料を活用した学際的な視点による歴史災害の研究 
⑤ 文化遺産の救済保全のためのハザードリスクに関する研究 
⑥ 自然と人間の共生をめぐる歴史・文化に関する研究 

 
災害社会情報学（災害科学コース）  
 本分野では，災害の経験から得られた教訓や情報を，いかにして現代および未来の社会システムへと

実装し，人々の意思決定や行動変容に繋げるかを科学的に探求する。 
① 災害伝承・ナラティブの分析と継承 
② 事前および災害時における人間行動とコミュニケーションのモデル化 
③ レジリエントな社会構築のための情報デザイン 
 

□ 太陽地球システム・エネルギー学講座 
資源利用プロセス学（材料環境学コース） 
 鉄鋼をはじめとする波及効果の大きな基幹金属素材の高温プロセスを用いた製錬のカーボンニュート

ラル化などの環境負荷低減に関する研究を主に行っている。また，製錬の基礎学問を用いた多孔質金属

の製造技術に関する研究も行っている。 
 たとえば，カーボンニュートラルを実現するための水素製鉄に用いる原料の炉内での劣化メカニズム

の解明とその抑制手段の開発，製鉄プロセスで排出されるガスを回収し，固体の炭素まで改質し再利用

する炭素循環製鉄法の開発，高炉原料の塊成化プロセスである焼結機の低炭素操業法の開発や製品品質

改善，非鉄製錬のカーボンニュートラルに向けた水素やバイオマス等の有効利用法の開発などを実施す

る。 
  
地球システム計測学（文化環境学コース） 
 環境問題には様々な時間・空間スケールのものが存在するが，当分野では主に全球規模の環境問題で

ある，「オゾンホール」に代表されるオゾン破壊や地球温暖化に関する観測的研究をテーマとしている。

具体的には，フーリエ変換型分光計を用いた大気微量成分の地上観測，気球を用いた上部成層圏オゾン

観測などを行っている。なお，これらの研究のいくつかは連携講座の地球環境変動学分野（国立環境研

究所）と協力して進めている。 
 
水資源システム学（文化環境学コース，災害科学コース）  
 水は生命の源である一方，水災害・水環境・水紛争など，様々な問題の原因にもなる。本分野では，

現地観測と数値計算（シミュレーション）を基に，グローカルな水の動態（降水，蒸発，貯留，流出）

を明らかにし，水の物理的・化学的側面だけではなく，生物や人間活動が水資源や水質に及ぼす作用も

含めて研究を行い，地球上の水問題解決，低炭素社会・循環型社会の形成に貢献することを目的として

いる。水に関する研究に関心を持つ学生を歓迎する。具体的には以下の通りである。 
(1) 水資源，水循環システムの研究 
(2) 水（土砂輸送，栄養塩など）・熱・生物動態環境評価 
(3) 生物学的，物理化学的，生態学的環境浄化技術の開発 
(4) バイオマス利活用とバイオエネルギーの研究 
(5) 下水再生利用に関する技術と健康リスク管理 
(6) 廃水中に含まれる潜在的資源の利活用 

 
津波堆積学（災害科学コース）  
 巨大な津波は広域にわたり人的・物的被害をもたらす。同時に，大量の堆積物を運搬して地形を変化

させ，地層中にも痕跡を残す。これらの地質学的証拠から明らかにされる過去の津波の発生時期や規模

は，津波はもとよりその原因となる事象（地震，海底地滑り，火山噴火）のリスク評価において不可欠

である。本分野では，災害リスク評価を主な目的の一つとして，以下のような項目について研究を行っ

ている。 
① 津波堆積物等のフィールド調査・地層試料分析による津波災害履歴の解明 
② 数値シミュレーションによる津波規模および波源の評価 
③ 津波による土砂の侵食・堆積作用の調査研究 
 
地震減災・振動制御研究（災害科学コース）  
研究分野：地震時における減災と様々な環境における振動の制御に関わる研究 
研究テーマ：新たな技術開発と社会実装に向けた研究 
① 地震時における構造物やインフラの被害抑制と地震後の復旧促進に関わる技術開発 
② 環境振動の除振や振動試験機等の制御技術に関わる技術開発 
③ 開発された技術の社会実装を促進する普及方法の構築 

 
□ 自然共生システム学講座 

資源再生プロセス学（応用環境化学コース）  
 地球環境保全の重要な位置づけとなる資源・物質循環型の社会を実現するための技術開発として，

無機及び有機材料を化学的にリサイクルする研究を行なっている。無機材料と複合されたプラスチック

等の有機材料を付加価値の高い化学原料に転換するための新しい化学プロセスを開発・設計し，エネル

ギー消費と炭酸ガス排出の抑制に貢献する新しいリサイクルシステムの構築を目指す。具体的には，塩

素含有廃プラスチックの脱塩素技術開発とその有効利用，様々な廃プラスチックのモノマー化・油化・

ガス化，有価金属のリサイクル等の新技術開発を行なっている。また，環境水中の無機及び有機の環境

負荷物質の低減を目的とした新しい環境保全・浄化技術の開発を行っている。 
 
環境分析化学（応用環境化学コース）  
 金属錯体系を素材として，これを利用して新しい分離分析法を開発し，それらを環境化学計測および

生体系分子計測へ展開する研究を行っている。高速液体クロマトグラフィーおよびキャピラリー電気泳

動を主な分離手法として，これら分離反応の根本的高機能化を図ると同時に，検出化学系の基本素材と

して，近赤外光吸収体の化学及び発光性金属錯体の化学と光物理特性を研究して，実分析試料への適用

性を決する選択性や感度のブレークスルーを達成しようとしている。上記の分析方法論を形づくる基礎

化学研究として，分子認識の化学と設計，ミセルなどの自己組織化媒体の溶液化学，金属錯体・分子錯

体のダイナミクス（速度論）についても研究を展開している。 
 
環境生命機能学（応用環境化学コース）  
 タンパク質，動植物細胞，微生物などの生体材料の高度な物質・情報変換機能，環境応答機能の解明

を進めるとともに，生物の優れた機能を利用した新しい環境バイオデバイスやインテリジェントバイオ

システム，また，生体材料やエネルギー関連材料のマイクロ・ナノ解析システムの創製に関する研究を

行っている。 
 具体的には，環境負荷物質をモニタリングするためのプロテインチップ，細胞チップ，微生物チップ

の開発，健康を守るためのテーラーメード細胞診断システム，新しい遺伝子解析技術の開発，細胞や初

期胚の機能評価，マイクロフルイドデバイス，マイクロ・ナノバイオ構造体の構築，電気化学顕微鏡な

ど新しいプローブ顕微鏡を用いた生体材料やエネルギー関連材料の局所機能評価システムの開発に関す

る研究を展開している。 
 

□ 資源循環プロセス学講座 
環境グリーンプロセス学（応用環境化学コース） 
 新プロセス技術の開発や，既存の未利用プロセス技術の再評価は持続可能な社会を構築していく上で

重要な鍵となる。我々は，対象となるプロセス技術について，システムを構成する他の技術や制度等と

の関係を俯瞰して，個別の技術開発にビジョンオリエンテッドな目標を設定する役割を担うべく，さま
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ざまな技術開発案件に参画している。そこでは，既存・新規技術を含めたグリーンプロセスの選択を，

環境負荷およびコストなどの観点で行い，どうすれば対象技術が選択されるようになるのか，を検討し

ている。その際用いるシミュレーション技術や数理最適化などの手法，データ活用方法，分析方法の体

系化を進め，より多くの技術開発事業において，研究者の思いの実現だけではなく，素早く社会の要請

に応えることができるようにすることを目指している。近年は特に，炭素循環ビジョンの実現に向けて

バイオマス資源開発，利用，変換技術，プラスチック循環技術，二酸化炭素固定利用技術に関して広く

検討を行っている。また，さまざまな特徴を持つ地域（島嶼，里山，海岸，都市，工業地域）において，

工場間だけでなく工場と商業施設，家庭などの間での物質やエネルギーの関係も見直し，ビジョン構築

を支援する活動も研究対象としている。

複合材料設計学（材料環境学コース）

スポーツ用品，航空宇宙機器，自動車，産業機械・ロボット，モノのインターネット（IoT）デバイ

スなどでは，多くの複合材料が使用され，実環境下における材料・構造システムの信頼性設計が強く要

望されている。一方，IoT社会実現のためには，1兆個以上のセンサやデータ通信機器に電力を供給し続

ける環境発電デバイスの開発と，使用済みとなったデバイスを簡単に廃棄できる材料技術の創出が急務

である。本研究室では，マルチスケール材料力学に関する数値シミュレーション・実験に基づいて，環

境に配慮した複合材料の電磁気・熱・力学に関するマルチフィジックス現象解明と設計・開発・評価を

目指した研究を行っている。具体的には，自然界環境に広く存在する未利用の運動・熱エネルギーを電

気に変換する環境発電複合材料や植物・動物繊維で強化した生分解性プラスチック複合材料を対象とし

ている。

□ 環境創成計画学講座

環境分子化学（応用環境化学コース）

 持続可能な社会の実現のために，環境に適合した分子からなる有能な溶媒を設計し，その高次機能技

術開発へと展開している。具体的には，医薬食品素材製造のための単位操作，すなわち抽出分離や反応

改質に寄与する環境分子，あるいはその混合物を利用し，天然・合成化合物に関わる付加価値の高い順

に応じたカスケード利用の可能性を追究している。環境溶媒の設計は，常温常圧から臨界点を超えた超

臨界状態までの広範囲な熱力学物性の本質的理解の上で実践しているが，その定量化には無次元数を応

用した対応状態原理や統計熱力学の手法を適用している。また，機能発現のメカニズムを解明するため

には化学平衡論に加えて，速度論の理解が必要であり，その基礎データとして分光測定や理論解析法を

取り入れている。

ライフサイクル評価学（材料環境学コース）

環境材料表面科学（材料環境学コース）

 環境負荷の少ない新エネルギー開発やエネルギー変換プロセスの高効率化は地球規模における喫緊の

課題である。このようなプロセスにおいてナノスケールの薄膜や微粒子材料の果たす役割はきわめて重

要である。ナノ材料においては表面や界面の占める割合がきわめて大きく，従ってその材料としての化

学的，電子的，光学的性質は表面や界面に支配される。本研究分野では，よく規定された表面系におけ

る物理・化学過程の表面電子線回折，プローブ顕微鏡観察，表面振動分光解析とその結果に基づいた材

料表面の高機能化や燃料電池電極触媒，二酸化炭素固定化触媒などの新規材料開発を目指した教育・研

究を行うことを通じて，環境負荷の低減や低炭素をキーワードとする研究展開を目指す。
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ざまな技術開発案件に参画している。そこでは，既存・新規技術を含めたグリーンプロセスの選択を，
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ている。その際用いるシミュレーション技術や数理最適化などの手法，データ活用方法，分析方法の体

系化を進め，より多くの技術開発事業において，研究者の思いの実現だけではなく，素早く社会の要請

に応えることができるようにすることを目指している。近年は特に，炭素循環ビジョンの実現に向けて

バイオマス資源開発，利用，変換技術，プラスチック循環技術，二酸化炭素固定利用技術に関して広く

検討を行っている。また，さまざまな特徴を持つ地域（島嶼，里山，海岸，都市，工業地域）において，

工場間だけでなく工場と商業施設，家庭などの間での物質やエネルギーの関係も見直し，ビジョン構築

を支援する活動も研究対象としている。 
 
複合材料設計学（材料環境学コース）  
 スポーツ用品，航空宇宙機器，自動車，産業機械・ロボット，モノのインターネット（IoT）デバイ

スなどでは，多くの複合材料が使用され，実環境下における材料・構造システムの信頼性設計が強く要

望されている。一方，IoT社会実現のためには，1兆個以上のセンサやデータ通信機器に電力を供給し続

ける環境発電デバイスの開発と，使用済みとなったデバイスを簡単に廃棄できる材料技術の創出が急務

である。本研究室では，マルチスケール材料力学に関する数値シミュレーション・実験に基づいて，環

境に配慮した複合材料の電磁気・熱・力学に関するマルチフィジックス現象解明と設計・開発・評価を

目指した研究を行っている。具体的には，自然界環境に広く存在する未利用の運動・熱エネルギーを電

気に変換する環境発電複合材料や植物・動物繊維で強化した生分解性プラスチック複合材料を対象とし

ている。 
 

□ 環境創成計画学講座 
環境分子化学（応用環境化学コース）  
 持続可能な社会の実現のために，環境に適合した分子からなる有能な溶媒を設計し，その高次機能技

術開発へと展開している。具体的には，医薬食品素材製造のための単位操作，すなわち抽出分離や反応

改質に寄与する環境分子，あるいはその混合物を利用し，天然・合成化合物に関わる付加価値の高い順

に応じたカスケード利用の可能性を追究している。環境溶媒の設計は，常温常圧から臨界点を超えた超

臨界状態までの広範囲な熱力学物性の本質的理解の上で実践しているが，その定量化には無次元数を応

用した対応状態原理や統計熱力学の手法を適用している。また，機能発現のメカニズムを解明するため

には化学平衡論に加えて，速度論の理解が必要であり，その基礎データとして分光測定や理論解析法を

取り入れている。 
 
ライフサイクル評価学（材料環境学コース）  
 
環境材料表面科学（材料環境学コース）  
 環境負荷の少ない新エネルギー開発やエネルギー変換プロセスの高効率化は地球規模における喫緊の

課題である。このようなプロセスにおいてナノスケールの薄膜や微粒子材料の果たす役割はきわめて重

要である。ナノ材料においては表面や界面の占める割合がきわめて大きく，従ってその材料としての化

学的，電子的，光学的性質は表面や界面に支配される。本研究分野では，よく規定された表面系におけ

る物理・化学過程の表面電子線回折，プローブ顕微鏡観察，表面振動分光解析とその結果に基づいた材

料表面の高機能化や燃料電池電極触媒，二酸化炭素固定化触媒などの新規材料開発を目指した教育・研

究を行うことを通じて，環境負荷の低減や低炭素をキーワードとする研究展開を目指す。 
  

■ 協力講座 
□ 地殻環境システム創成学講座 

エネルギー創成化学（応用環境化学コース） 
 21 世紀の科学技術が取り組む最重要課題である地球持続技術・循環型社会構築の為に再生可能エネル

ギー技術のフロンティア開拓を行う。太陽電池，燃料電池，リチウム電池などのスマートグリッドの要

素技術である高性能電源開発を目標とした新デバイス・新材料の研究を展開する。物理・化学・材料・

システム工学・環境科学など様々な学理を学び，それらを融合することにより革新的な再生可能エネル

ギー技術を創生し，低炭素化社会構築に貢献する俯瞰的・総合的な基礎学理を探求する。 
 
ハイブリッドナノ粒子（応用環境化学コース） 
 地球環境に配慮し，自然に学ぶ，素材・材料作りをメインテーマに，下記の研究を実施しています。

実用化を目指し，グリーンケミストリーをベースにした，各種ナノ粒子の液相合成と，粒子のナノレベ

ルでのサイズ，形態制御。有機無機ハイブリッド材料の創製と，刺激応答性デバイスへの応用研究や，

粒子合成の基礎となる物理化学的研究，ゼオライトやメソポーラス材料を用いた低炭素触媒プロセスの

研究などを行っています。さらに，こうした無機と有機の合成手法を，リサイクルをベースにした有用

資源の新規回収を目指した基礎と応用の研究に展開をはかり，都市鉱山の高効率利用の実用化を目指し

ます。環境意識の高い研究者と技術者を育成しています。 
 
高分子ハイブリッドナノ材料（応用環境化学コース） 
 高分子，セラミックス，生体材料など機能材料の物性は，バルクのみならず表面・界面の構造や組織

などに依存するため，機能や特性の向上にはそれら諸因子を理解し，最適化することが重要である。本

研究分野では，さまざまな放射光 X 線分析法を駆使し，高分子ハイブリッドナノ材料の相分離や自己組

織化，化学状態・局所構造変化などの時空間のスケールに応じて生じる構造と，それにより発現する特

異な機能の相関の解明に取り組んでいる。原子の化学状態やダイナミクスといった物質化学を，エネル

ギー・環境関連材料の開発へ展開する。 
 

□ 東北アジア地域社会論講座 
多元社会環境史論（文化環境学コース）  
 東アジア地域を主たる対象とし，様々な民族・社会集団により構成される多元的社会が，近現代期の

国民国家の形成に伴う政治的・経済的統合の進行により直面する社会・文化の変容や資源化等の質的変

換，およびその過程における軋轢や調整の様相を，歴史学的な資料検証ならびに現地調査を含む資料収

集を通じて分析し理解する。そのために関連資料の読解・分析を可能とする能力を涵養し，資料収集や

現地調査を実施するための技術・知識の習得を基本とする教育研究を行う。 
 
文化生態保全学（文化環境学コース）  
 社会人類学をベースとして，生態人類学や人類生態学などを視野にいれた専門的な教育研究を行う。

生物としての人類は全地球に拡散するなかで，地域ないし集団独自のやり方で「自然の文化」化を編み

出したが，それは社会・自然双方の変化に応答する動態的過程でもあった。その多様性がもつ未来可能

性を理解するとともに持続可能な実践を探求する。ロシア・アジア・北極の地域を対象として，気候変

動・災害・紛争・エスニシティ・映像などの諸課題に取り組む学生を歓迎する。 
 
歴史環境学（文化環境学コース）  
 日本に焦点をあて，政治的・経済的・社会的なシステムや人々の思想・文化等が交錯するなかで地域

社会や国家が変容していく過程を歴史学的な視点から検討する。あわせて，日本列島の地域社会が歩ん

だ固有の歴史的な歩みについて，環境と人間・社会との関係も視野に検討することを課題としている。

これらの研究を，地域に残された膨大な古文書（くずし字で書かれた未解読の原史料）の分析と，それ

らの情報を社会的に共有化する実践を通じて行う。 
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環境ガバナンス論（文化環境学コース） 
 従来の環境ガバナンス研究，すなわち，環境ガバナンスの効果性の評価とその要因分析，環境ガバナ

ンスの制度的特質（制度的複雑系，制度的断絶，制度間の相互連関，多中心的ガバナンスなど）の同定

とその要因分析，環境ガバナンスにおけるアクターの役割や制度との相互関係の分析，環境ガバナンス

における科学的知見の影響力評価とその要因分析を行うことはもちろんのこと，最先端の環境ガバナン

ス研究である，人類世に対応した超学際科学の実践，定量的分析と定性的分析の方法論を融合したマル

チメソッド研究，いわゆる EBPM（Evidence-based policy-making）のあり方に関する研究・教育など

も実施していく。 
 
比較政治社会論（文化環境学コース）  
 アジア太平洋戦争終結後の東アジアにおける政治社会の再編を対象に，ナショナリズム，国家形成，

戦後政治の展開を中心的なテーマとして研究・教育を行う。戦後の東アジアでは，帝国日本の崩壊と植

民地支配の終焉を契機として，多くの地域が新たな国家秩序の構築と国民統合という課題に直面した。

こうした歴史的状況のもとで各国・地域がいかなる政治的・社会的取り組みを通じて国家形成を進めた

のかを，政治と社会の相互作用に注目しながら分析するとともに，戦後東アジアにおける国家形成とナ

ショナリズムの展開を歴史的・比較的視点から検討する。 
 研究面では，戦後初期の韓国を主要な事例としつつ，日本を含む東アジア諸国との比較的視点を取り

入れながら，国家形成期における政治指導者，政党，官僚，知識人などの政治アクターの動向と，それ

らが社会の諸集団や世論とどのように関係しつつナショナリズムや国民統合の枠組みを形成していった

のかを検討する。 
 教育面では，戦後東アジア政治史の基礎的理解を踏まえつつ，一次史料の読解や政治過程の分析を通

じて，東アジア政治社会を歴史的・比較的視点から考察する能力を養う。 
 

□ 東北アジア地域文化論講座 
地域文化環境学（文化環境学コース）  
 
文化進化研究（文化環境学コース）  
 人類史における文化の多様性が，生物進化と同じ「変化を伴う由来」のプロセスによって形成されて

きたとみなす「文化進化」の枠組みのもとで，人類史上のさまざまな文化現象の定量的分析や，そのた

めの手法・インフラ構築に関して，基礎から実践までを射程に含む教育研究を行う。700 万年の人類史

のなかで，試行錯誤などによる変化が蓄積し，継承され，現在の文化多様性が形成された。そのなかで，

環境は適応の対象であり，制約として働くこともあれば，ニッチ構築により改変される対象でもあった。

こうした環境との相互作用や文化の伝達過程を定量的に解析する。また，こうした研究の基礎資料は地

域の博物館に所蔵されているが，資料のデータベース化およびその基礎となるデジタル化は不十分であ

るとともに，人口減少に代表される社会変化に対応して，文化財の地域における価値も変化する必要が

生じている。こうした課題に対して，展示の分析やインタビューを通じた文化財の価値やその流通の分

析や，技術インフラの整備にも取り組む。人類学，考古学，進化生物学，人文情報学を横断する教育研

究を目指す。 
 
記憶社会動態論（文化環境学コース）  
 人は国家，宗教，民族など様々なグループに帰属して生きており，それぞれのグループが何らかの共

通した過去の記憶を持っている。共通した記憶を持つことが、一定の集団を形成するためである。特に

戦争や紛争はその集団に属する人々によって強く記憶され，集団のアイデンティティに深く関わってき

た。そうした記憶は個々の語り，教育，メディアによって伝えられるが，その受容のされ方は，人々が

属するグループや社会環境に左右される。本講座では，オーラルヒストリーをはじめとするフィールド

ワークに依拠しつつ，東アジアを中心とした地域の記憶，歴史，社会を相互の影響関係において研究す

る。また，そこから派生するテーマ：集合的記憶や文化的記憶などの記憶論，トラウマの世代間継承，
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環境ガバナンス論（文化環境学コース） 
 従来の環境ガバナンス研究，すなわち，環境ガバナンスの効果性の評価とその要因分析，環境ガバナ

ンスの制度的特質（制度的複雑系，制度的断絶，制度間の相互連関，多中心的ガバナンスなど）の同定

とその要因分析，環境ガバナンスにおけるアクターの役割や制度との相互関係の分析，環境ガバナンス

における科学的知見の影響力評価とその要因分析を行うことはもちろんのこと，最先端の環境ガバナン

ス研究である，人類世に対応した超学際科学の実践，定量的分析と定性的分析の方法論を融合したマル

チメソッド研究，いわゆる EBPM（Evidence-based policy-making）のあり方に関する研究・教育など

も実施していく。 
 
比較政治社会論（文化環境学コース）  
 アジア太平洋戦争終結後の東アジアにおける政治社会の再編を対象に，ナショナリズム，国家形成，

戦後政治の展開を中心的なテーマとして研究・教育を行う。戦後の東アジアでは，帝国日本の崩壊と植

民地支配の終焉を契機として，多くの地域が新たな国家秩序の構築と国民統合という課題に直面した。

こうした歴史的状況のもとで各国・地域がいかなる政治的・社会的取り組みを通じて国家形成を進めた

のかを，政治と社会の相互作用に注目しながら分析するとともに，戦後東アジアにおける国家形成とナ

ショナリズムの展開を歴史的・比較的視点から検討する。 
 研究面では，戦後初期の韓国を主要な事例としつつ，日本を含む東アジア諸国との比較的視点を取り

入れながら，国家形成期における政治指導者，政党，官僚，知識人などの政治アクターの動向と，それ

らが社会の諸集団や世論とどのように関係しつつナショナリズムや国民統合の枠組みを形成していった

のかを検討する。 
 教育面では，戦後東アジア政治史の基礎的理解を踏まえつつ，一次史料の読解や政治過程の分析を通

じて，東アジア政治社会を歴史的・比較的視点から考察する能力を養う。 
 

□ 東北アジア地域文化論講座 
地域文化環境学（文化環境学コース）  
 
文化進化研究（文化環境学コース）  
 人類史における文化の多様性が，生物進化と同じ「変化を伴う由来」のプロセスによって形成されて

きたとみなす「文化進化」の枠組みのもとで，人類史上のさまざまな文化現象の定量的分析や，そのた

めの手法・インフラ構築に関して，基礎から実践までを射程に含む教育研究を行う。700 万年の人類史

のなかで，試行錯誤などによる変化が蓄積し，継承され，現在の文化多様性が形成された。そのなかで，

環境は適応の対象であり，制約として働くこともあれば，ニッチ構築により改変される対象でもあった。

こうした環境との相互作用や文化の伝達過程を定量的に解析する。また，こうした研究の基礎資料は地

域の博物館に所蔵されているが，資料のデータベース化およびその基礎となるデジタル化は不十分であ

るとともに，人口減少に代表される社会変化に対応して，文化財の地域における価値も変化する必要が

生じている。こうした課題に対して，展示の分析やインタビューを通じた文化財の価値やその流通の分

析や，技術インフラの整備にも取り組む。人類学，考古学，進化生物学，人文情報学を横断する教育研

究を目指す。 
 
記憶社会動態論（文化環境学コース）  
 人は国家，宗教，民族など様々なグループに帰属して生きており，それぞれのグループが何らかの共

通した過去の記憶を持っている。共通した記憶を持つことが、一定の集団を形成するためである。特に

戦争や紛争はその集団に属する人々によって強く記憶され，集団のアイデンティティに深く関わってき

た。そうした記憶は個々の語り，教育，メディアによって伝えられるが，その受容のされ方は，人々が

属するグループや社会環境に左右される。本講座では，オーラルヒストリーをはじめとするフィールド

ワークに依拠しつつ，東アジアを中心とした地域の記憶，歴史，社会を相互の影響関係において研究す

る。また，そこから派生するテーマ：集合的記憶や文化的記憶などの記憶論，トラウマの世代間継承，

東アジアのコミュニティ論，地域社会の民俗学，中国やアジアの近現代史を取り上げ，領域横断的な研

究・教育を行う。 
 
環境人類学（文化環境学コース）  
 本研究分野では，特に沿岸地域における人間と自然との関係に関する文化的動態の研究，専門的教育，

及び助言を行う。また，これらの関係の持続可能性，レジリエンス，発展に向けた応用的かつ学際的な

実践にも取り組む。人類は生物として地球全体に広がり，各地域や集団で自然に対する独自の文化的ア

プローチを築いてきた。これらのプロセスは，社会と自然の変化に応じた動的なものであり，その多様

性が未来において持つ可能性を理解し，持続可能な実践を探求している。研究では，地球温暖化と地域

社会のレジリエンス，生活文化の変化，文化的多様性と生物多様性の相互作用，災害の文化的側面，そ

して沿岸地域における特定の文化的実践や倫理といった具体的な課題に取り組む。これらの課題には，

フィールドワーク（映像民族学を含む）や実践的な活動（地域開発，海洋学者や海洋科学者との協力，

科学的専門家によるワーキンググループを通じた管理助言など）を通じてアプローチする。最終的な目

標は，文化人類学，民俗学，人間生態学，人文地理学，環境社会学，保全生態学などの分野を横断する

学際的な教育と研究を推進することである。 
 
災害社会研究（文化環境学コース）  
 自然災害，技術事故，戦争，紛争などから生じる災害・危機・緊急事態を社会文化的観点からの教育

及び研究を取り組む。21 世紀以来，気候変動は自然災害・人為的ミスと共に災害の複雑性，激甚化，頻

発化を悪化している。しかし，こういう災害や危機の影響や経験は人間がどのように社会や文化を構築

したかに大きく左右される。学祭的のアプローチにとして，地震でも戦争でもリスクはタイプに関係な

く，リスクや危機など否定的現象は社会の文化や歴史によってその経験の受容や対応の行動が異なる。

このような社会文化的差異を理解するために，私たちはリスク，脆弱性，暴露，レジリエンス，適応，

連帯を主なキーワードで用いる。さらに，災害がもたらす社会文化での変容力，つまり災害の病理や危

機・緊急事態による度重なる災害経験が人々の歴史やアイデンティティの一部となるだけでなく，社会

構造や文化パターンそのものを形成していることを注目する。このような目的を果たすために，私たち

は災害・危機・緊急事態に対して文化人類学，民俗学，社会科学，障害学，医療人類学，記憶研究，及

び社会正義など関係分野での多学際的アプローチで教育や研究の機会を提供する。 
 

□ 環境材料物理化学講座 
環境無機材料化学（応用環境化学コース）  
 環境に優しいソフト化学反応における無機物質のミクロ・メソ・マクロ構造のパノスコピック（階層

的）制御による環境応答機能の高度発現について研究を行っている。具体的には，水・有機溶媒・深共

晶溶媒などを利用したソルボサーマル反応により，無機ナノ材料の合成及び組成や形態制御を行う。可

視光応答コンポジット型光触媒の創製と環境浄化への応用，酸窒化物の構造と形態制御，新規無機系紫

外線・赤外線遮蔽材料の開発及びスマートウィンドウとしての応用，二次元化合物を用いた室温応答型

環境 VOC ガスセンサーの創製，透明導電性材料の開発，着色光揮性化粧料の開発，希土類元素含有蛍

光材料の創製と新規機能性開拓等に関する研究を展開している。 
 
ハイブリッドナノシステム（応用環境化学コース）  
 継続的かつ循環的社会の構築に貢献すべく，有機，無機微粒子，生体材料の合成化学を基盤としたハ

イブリッド材料のデザイン・合成・社会実装に関する研究開発を分野融合的な視点に基づき推進してい

る。さらに，産業界との密接な連携により，ハイブリッド材料のあらたな製造プロセスを開拓すること

で，より豊かな未来社会の構築に資するべく実用的な次世代材料の研究開発に取り組んでいる。一方

で，ナノ材料の量子効果制御など，物質・材料の機能発現メカニズム解明に繋がる基礎研究や，マクロ

スケール・バルクでの自己組織構造体構築など，次世代材料を社会実装する上で避けて通れない基盤研

究を推進している。 
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ハイブリッド炭素ナノ材料（応用環境化学コース）  
 従来は構造制御も構造描写も困難であった非晶質を主体とするカーボン材料に関し，有機合成や化学

気相蒸着の手法を用いて原子・分子レベルからのボトムアップ的な材料合成を行い，有機結晶のように

構造を規定できる金属カーボン構造体，グラフェンからなる 3 次元構造体をはじめ，種々の新しいカー

ボン系構造体および複合材料の調製を進めている。また，先進のカーボン材料分析技術を利用し，カー

ボン材料の反応性，耐食性，触媒能等，様々な化学的特性を分子論的に理解し，その精密制御を行って

いる。さらに，調製した新規材料をスーパーキャパシタ，二次電池，燃料電池，ヒートポンプ，新規エ

ネルギーデバイス，機能性吸着材，触媒，ヘルスケアなど幅広い分野へ応用する検討を，国内外の研究

機関および企業と連携しつつ進めている。 
 

□ 環境システム材料学講座 
環境材料分析学（材料環境学コース）  
 本研究室は『元素分析の定量化を主目的とした，新たな機器分析法の開発』をメインテーマとしてい

る。素材産業のプロセス制御において「工程／品質管理のための新たな固体試料直接分析法の開発」が

望まれており，次世代工程管理分析法として期待される“グロー放電プラズマ発光分析法”の開発に取

り組んでいる。また，資源循環型社会を確立するために「金属素材の循環使用のための新しい迅速分析

法の開発」を進めている。スクラップ素材の有効活用は重要であり，オンサイト迅速分析法はその基盤

技術として求められている。その有力候補である“減圧レーザ誘起プラズマ発光分析法”の研究開発に力

を注いでいる。 
 『電子線／X 線をプローブとする新しい材料組織の解析方法の開発』に取り組んでいる。金属材料の

力学特性，特に破断・変形の起点となる非金属介在物の迅速な分布解析のために，カソードルミネッセ

ンスや X 線ルミネッセンス現象に基づいた解析装置の開発を行い，さらに全反射蛍光 X 線分析法等，材

料解析に有効と考えられる分光法の応用拡大を意図した研究を推進している。 
 
水素機能システム材料学（材料環境学コース）  
 人類が直面する地球規模での環境・エネルギー問題の解決に向けて，本研究室では，『エネルギー利用

を目指した“水素化物”の機能設計と学理探求』に取り組んでいる。主要テーマは，将来の燃料電池・

水素エネルギー社会を支える基盤材料としての高密素水素貯蔵材料の開発であり，軽量な金属元素や特

異なナノ構造から構成される新たな水素化物群を創製するとともに，最先端の原子・電子構造解析やマ

イクロ波プロセスなどを駆使した多面的な材料開発を進めている。また，高密素水素貯蔵材料に加えて，

リチウム高速イオン伝導材料やそれを用いた次世代リチウムイオン電池などの，水素化物のエネルギー

利用に関する多様な研究領域を開拓している。現在，国際エネルギー機関（IEA: International Energy 
Agency）での水素貯蔵材料関連の研究プログラムなどにも参画して国際的なネットワークも広げながら，

また材料科学高等研究所（WPI-AIMR）のスタッフと緊密に協力しながら，学術的な基盤研究から産学

共同での応用研究まで鋭意取り組んでいる。 
 

■ 寄附講座 
□ 反応解析機器開発学講座（フロンティア・ラボ（株）） 

反応解析機器開発学（応用環境化学コース）  
 熱分解-GC/MS 法による高分子物質のキャラクタリゼーション，廃プラスチックのリサイクルやバイ

オマス資源の有効利活用に向けた高分子物質の分解反応評価，これらを可能とする新しい分析手法およ

び分析機器開発（熱分析装置，ガスクロマトグラフ，質量分析装置，それらの周辺機器など）を行う。

また，フロンティア・ラボが有する海外拠点を通じて研究成果を世界に発信，海外との研究交流や共同

研究を実施することで，グローバル人材の育成にも積極的に取り組む。 
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ハイブリッド炭素ナノ材料（応用環境化学コース）  
 従来は構造制御も構造描写も困難であった非晶質を主体とするカーボン材料に関し，有機合成や化学

気相蒸着の手法を用いて原子・分子レベルからのボトムアップ的な材料合成を行い，有機結晶のように

構造を規定できる金属カーボン構造体，グラフェンからなる 3 次元構造体をはじめ，種々の新しいカー

ボン系構造体および複合材料の調製を進めている。また，先進のカーボン材料分析技術を利用し，カー

ボン材料の反応性，耐食性，触媒能等，様々な化学的特性を分子論的に理解し，その精密制御を行って

いる。さらに，調製した新規材料をスーパーキャパシタ，二次電池，燃料電池，ヒートポンプ，新規エ

ネルギーデバイス，機能性吸着材，触媒，ヘルスケアなど幅広い分野へ応用する検討を，国内外の研究

機関および企業と連携しつつ進めている。 
 

□ 環境システム材料学講座 
環境材料分析学（材料環境学コース）  
 本研究室は『元素分析の定量化を主目的とした，新たな機器分析法の開発』をメインテーマとしてい

る。素材産業のプロセス制御において「工程／品質管理のための新たな固体試料直接分析法の開発」が

望まれており，次世代工程管理分析法として期待される“グロー放電プラズマ発光分析法”の開発に取

り組んでいる。また，資源循環型社会を確立するために「金属素材の循環使用のための新しい迅速分析

法の開発」を進めている。スクラップ素材の有効活用は重要であり，オンサイト迅速分析法はその基盤

技術として求められている。その有力候補である“減圧レーザ誘起プラズマ発光分析法”の研究開発に力

を注いでいる。 
 『電子線／X 線をプローブとする新しい材料組織の解析方法の開発』に取り組んでいる。金属材料の

力学特性，特に破断・変形の起点となる非金属介在物の迅速な分布解析のために，カソードルミネッセ

ンスや X 線ルミネッセンス現象に基づいた解析装置の開発を行い，さらに全反射蛍光 X 線分析法等，材

料解析に有効と考えられる分光法の応用拡大を意図した研究を推進している。 
 
水素機能システム材料学（材料環境学コース）  
 人類が直面する地球規模での環境・エネルギー問題の解決に向けて，本研究室では，『エネルギー利用

を目指した“水素化物”の機能設計と学理探求』に取り組んでいる。主要テーマは，将来の燃料電池・

水素エネルギー社会を支える基盤材料としての高密素水素貯蔵材料の開発であり，軽量な金属元素や特

異なナノ構造から構成される新たな水素化物群を創製するとともに，最先端の原子・電子構造解析やマ

イクロ波プロセスなどを駆使した多面的な材料開発を進めている。また，高密素水素貯蔵材料に加えて，

リチウム高速イオン伝導材料やそれを用いた次世代リチウムイオン電池などの，水素化物のエネルギー

利用に関する多様な研究領域を開拓している。現在，国際エネルギー機関（IEA: International Energy 
Agency）での水素貯蔵材料関連の研究プログラムなどにも参画して国際的なネットワークも広げながら，

また材料科学高等研究所（WPI-AIMR）のスタッフと緊密に協力しながら，学術的な基盤研究から産学

共同での応用研究まで鋭意取り組んでいる。 
 

■ 寄附講座 
□ 反応解析機器開発学講座（フロンティア・ラボ（株）） 

反応解析機器開発学（応用環境化学コース）  
 熱分解-GC/MS 法による高分子物質のキャラクタリゼーション，廃プラスチックのリサイクルやバイ

オマス資源の有効利活用に向けた高分子物質の分解反応評価，これらを可能とする新しい分析手法およ

び分析機器開発（熱分析装置，ガスクロマトグラフ，質量分析装置，それらの周辺機器など）を行う。

また，フロンティア・ラボが有する海外拠点を通じて研究成果を世界に発信，海外との研究交流や共同

研究を実施することで，グローバル人材の育成にも積極的に取り組む。 
  

■ 連携講座 
□ 環境適合材料創製学講座（日本製鉄（株）） 

環環境境適適合合材材料料創創製製学学（材料環境学コース）  
 21 世紀は環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を目指す世紀である。そのために鉄鋼業は社会構

成員の一員として，「環境保全型社会の構築」と「地球規模の環境保全」に貢献することが求められてい

る。本研究室では，長年蓄積された鉄鋼技術を応用した新プロセスに関する研究，鉄鋼業の現行プロセ

スを活用した産業・一般廃棄物のリサイクルや省エネルギーに関する研究，さらには，低炭素社会シス

テム実現等を狙う環境対応型材料研究を行っている。 
 具体的には，製鉄プロセスを活用した安価原燃料の使用，廃棄物のリサイクル，省エネルギーが可能

な環境調和プロセス，構造用の鉄鋼材料，環境負荷を極端に低減した環境機能材料，コンピュータ利用

の理論計算による環境材料設計，表面・界面現象の原子レベルシミュレーションの研究を推進している。 
 

□ 地球環境変動学講座（国立環境研究所） 
地球環境変動学（文化環境学コース）  
 地球規模の気候変動に関わる大気・海洋化学成分の分布や経時変化について，それらを計測する先端

的な観測技術と数値シミュレーション技術を用いて，地球温暖化を含めたグローバルな大気・海洋の環

境変動解析に関する研究を推進している。 
 地上ステーション，船舶，航空機，人工衛星を用いた大気・海洋中温室効果ガス成分等の観測につい

て，日本各地や太平洋，南極，北極，シベリアなどでの具体事例に基づき，データ解析を通して地球規

模での大気・海洋変動に関する研究教育を行う。また数値モデリング，データ同化，AI 技術等を組み合

わせ，温室効果ガス・大気汚染物質の時空間変動要因や全球収支の詳細を解明し，グローバルな視点に

立って人間と地球システムが相互及ぼす影響を解析・予測するための研究教育についても行う。 
 

■ 共同研究講座 
□ YKK AP 循環型機能性材料創成共同研究講座 

YKK AP 循環型機能性材料創成（材料環境学コース）  
 本講座では快適な居住空間提供と持続可能な資源循環の両立に向けて，主として以下の研究内容を実

施する。 
1．住宅建材廃材を活用した循環型機能性複合材料の創製 

窓（ガラス）廃材，サッシ（アルミ，樹脂，木）廃材の特性を理解し，他産業の廃材も組み合わせて，

複合化を主とした方法により機能性材料として循環利用する方法を実験的に検討する。具体的には，

現在研究開発が行われている機能性複合材料の原料に住宅建材廃材が適用可能かを評価・解析し，問

題点の具体的な抽出と個別の解決策提案を行う。将来的には快適な居住空間実現を目的とした機能性

複合材料を住宅建材廃材から合成するプロセスの構築と社会実装を目指す。 
2．使用済み機能性複合材料の分離技術開発 

上記 1 での創製を目指す機能性複合材料そのものの循環を考慮した材料設計と分離技術（循環技術）

の開発を行う。具体的には，主に複合化した材料の燃焼特性や溶融特性を実験的に解析し，構成材料

の分離・分解挙動を明らかにする。得られた情報より使用済み機能性複合材料の資源循環方法を設計

し，社会実装に向けた検討を行う。 
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専攻 区分 講　座 分　野
教育

コース
教 授 准   教   授 講 師 助教・助手等

地圏環境計測・分析学 - 平野　伸夫（青7399）

環境素材設計学 - 上髙原　理暢（青7375） 梅津　将喜（青4274）

環境修復生態学 - 簡　梅芳（青7404） 韓　凝（青7403）

岡本　　敦（青6334）

大柳　良介（青 ）

ダンタル オトゴンバヤル

（特任）（青6336）

森谷　祐一（工・留）

（国際交流室 青7996/青7401）

資源循環・環境応用学 - 飯塚　淳（青7386） 何　星融（青7408）

環境調和システム学 - 坂口　清敏（青7381） 里見　知昭（青7396） 末吉　和公（青7382）

環境機能材料創成学 - 佐藤　義倫（青3215）

分散エネルギーシステム学 - 佐藤　一永（青6974） 山口　実奈（青　　　　）

エネルギー資源リスク評価学 - 渡邉　則昭（青7384）

王　佳婕（青4859）

エコ プラムディヨ（特任）

（青4859）

ルイス ホセ サララ サントス

（特任）（青4859）

環境共生機能学 - 高橋　英志（青4854） 横山　俊（青4857） 横山　幸司（青3871）

国際エネルギー資源学 -

脱炭素型エネルギー・プロセ
スシステム工学

-
アズィッズ ムハンマッド

（青      ）

環境・都市エネルギー学 - 小端　拓郎（新2259）
張　砣（新　　　　）

陶　林威（特任）（新 ）

環境社会動態学 -

環境・エネルギー経済学 - 松八重　一代（新2264）
張　政陽（新2265）

王　彬澤（新 ）

産業エコロジー - 金本　圭一朗（新2258）
片渕　結矢（特任）（新2260）

星　めぐみ（助手）（新2260）

海洋経済・政策学 - 石村　学志（青3216）

マルチスケール社会・環境動
態学

- 柿沼　薫（学際）（新 ）

地殻環境システム学 -

環境情報学 -

地殻エネルギー抽出学 - 椋平　祐輔（流体研）（片5234）

金属資源循環システム学 - 柴田　悦郎（多元研）（片5213） 安達　謙（多元研）（片5214）

高温材料物理化学 -
福山　博之（多元研）

（片5178）

大塚　誠（多元研）（片5151）

打越　雅仁（多元研）（片5859）

安達　正芳（多元研）（片5151）

環境政策・影響評価学 -

（兼）松八重　一代
（兼）中谷　友樹

飛田　実（客員・DOWA）
吉村　雅仁（客員・DOWA）

環境プロセス学 -

亀田　知人（青7378）

バラチャンドラン ジャヤデワン

（客員・DOWA）（青      ）

（兼）簡　梅芳

吉村　雅仁（客員・DOWA）

環境政策実装学 -
（兼）吉岡　敏明

齋藤　優子（青3859）

硬質材料環境調和設
計学

硬質材料環境調和設計学 -
（兼）上髙原理暢
（兼）渡邉　則昭
川上　優（客員・冨士ダイス）

寺坂　宗太（青 ）

環境調和材料設計学 環境調和材料設計学 -
（兼）高橋　英志
（兼）佐藤　義倫
岸本　章（客員・日鉄鉱業）

環境リスク評価学 環境リスク評価学 - 坂本　靖英（客員・産総研） 岡本　京祐（客員・産総研）

地域環境イノベーショ
ン学
（八戸工業高等専門学
校）

地域環境イノベーション学 -

（兼）吉岡　敏明
（兼）村上　太一
（兼）福山　博之（多元研）
（兼）柴田　悦郎（多元研）
（兼）小俣　孝久（多元研）
（兼）加納　純也（多元研）
（兼）李　玉友（工）
（兼）佐野　大輔（工）

土屋　範芳（客員・八戸高専）

齊藤　貴之（客員・八戸高専）

本間　哲雄（客員・八戸高専）

門磨　義浩（客員・八戸高専）

李　　善太（客員・八戸高専）
丸岡　大佑（客員・八戸高専）

国際鉱物資源戦略学 国際鉱物資源戦略学 -
大岡　　隆（客員・JOGMEC）

広瀬　和世（客員・JOGMEC）

地球物質・エネルギー学 -

久志本　築（多元研）（片5136）

連
携
講
座

- 小俣　孝久（多元研）（片5832） 鈴木　一誓（多元研）（片5215）

環 境 科 学 研 究 科 教 員 一 覧

先

進

社

会

環

境

学

専

攻

基

幹

講

座

資源戦略学

エネルギー資源学

環境政策学

協

力

講

座

環境応用政策学

機能性粉体プロセス学 -

山﨑　智之（多元研）（片5215）

寄
附
講
座

加納　純也（多元研）（片5135）

エネルギー・環境材料創製学

環境資源循環学
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専攻 区分 講　座 分　野
教育
コース

教      授 准   教   授 講      師 助教・助手等

環境地理学 文化 中谷　友樹（新2237） 　 関根　良平（青6639）

国際防災学 災害 小野　裕一（災害研）（新2098） 原　裕太（災害研）（新2095）

土地システム持続可能性 文化
ロナルド カネーロ エストケ

（　      ）

災害リスクガバナンス研究 災害
永見　光三（特任・グリーン）

（新2081）

災害文化アーカイブ研究 災害
柴山　明寛（災害研）（新2099）

蝦名　裕一（災害研）（新2146）

災害社会情報学 災害 佐藤　翔輔（災害研）（新2140）

資源利用プロセス学 材料 村上　太一（青4896） 　 東　料太（青4897）

地球システム計測学 文化 　 村田　功（青5776） 　

李　玉友（工）（青7464） 久保田 健吾（青5011） 　

佐野　大輔（工）（青7481）

災害
小森　大輔（特任・グリーン）

（新2076）
　

アマリア ナフィサ ラーマニ イラワ

ン（グリーン）（青　　　　）

津波堆積学 災害 菅原　大助（災害研）（新2087）

地震減災・振動制御研究 災害 榎田　竜太（災害研）（新2118） 　

資源再生プロセス学 応用 吉岡　敏明（青7211） 熊谷　将吾（工）（青7212） 　
パントン　パチヤ（青　　　）

邵　　珠沢（特任）（青       ）

環境分析化学 応用 壹岐　伸彦（青7221） 　 澤村　瞭太（青7224）

環境生命機能学 応用 珠玖　仁（工）（青7209） 伊野　浩介（工）（青7281）

福島　康裕（青5869） 大野　肇（青5869）
八木原　昂輝（青　　　　）

松田　由樹（特任）（青      ）

渡邉　　賢（工）

（青5864・5872）

複合材料設計学 材料 成田　史生（青7342） 栗田　大樹（青7341） 　 王　真金（青7344）

環境分子化学 応用 大田　昌樹（工）（青7282） 　

ライフサイクル評価学 材料 　

環境材料表面科学 材料 轟　直人（青7318） 　 姚　方毅（特任）（青      ）

ハイブリッドナノ粒子 応用

高分子ハイブリッドナノ材料 応用
西堀　麻衣子（放射光）

（新2346）

大山　祥千子（放射光）

（新2344）
二宮　翔（放射光）（新2344）

多元社会環境史論 文化
上野　稔弘（東北ア）（川7655）

程　永超（東北ア）（川3621）
　

文化生態保全学 文化 高倉　浩樹（東北ア）（川7572）

歴史環境学 文化 　 佐藤　大介（災害研）（新2143） 　

環境ガバナンス論 文化 石井　敦（東北ア）（川6076） 　

比較政治社会論 文化 高城　建人（東北ア）（川7571） 　

地域文化環境学 文化 　 　

文化進化研究 文化 田村　光平（東北ア）（川6082）

記憶社会動態論 文化 石井　弓（東北ア）（川7693） 　

環境人類学 文化
アリーン デレーニ（東北ア）

（川6079）
　

災害社会研究 文化
セバスチャン ボレー（災害研）

（新2153）
　

ハイブリッドナノシステム 応用 蟹江　澄志（放射光）（片5613）
松原　正樹（放射光）

（片5165）

陶山　めぐみ（多元研）

（片5165）

谷地　赳拓（多元研）（片      ）

水素機能システム材料学 材料 折茂　慎一（AIMR）（片2093） 佐藤　豊人（金研）（片2094）

大橋　勇介（金研）（片2094）

ロンバルド ジョヴァンニ

（金研）（片2094）

寄
附
講
座

反応解析機器開発学 反応解析機器開発学 応用 （兼）吉岡　敏明

渡辺　壱

（客員　フロンティア・ラボ）

（兼）熊谷　将吾

　 斯琴高娃（青7210）

環境適合材料創製学 環境適合材料創製学 材料
松村　勝（客員・日本製鉄）
大村　朋彦（客員・日本製鉄）
成木　紳也（客員・日本製鉄）

　

地球環境変動学 地球環境変動学 文化
中岡　慎一郎（客員・国環研）
八代　尚（客員・国環研）

　

共

同

研

究

講

座

YKK AP循環型機能

性材料創成

YKK AP循環型

機能性材料創成
材料 （兼）成田　史生

（兼）栗田　大樹

小田　省吾（客員・YKK AP）
　 （兼）王　真金

渡邉　万三志（金研）（片2130）

先
　
端
　
環
　
境
　
創
　
成
　
学
　
専
　
攻

基
　
幹
　
講
　
座

協
　
力
　
講
　
座

環境材料物理化学

ハイブリッド炭素ナノ材料

本間　格（多元研）（片5815）

文化

水資源システム学

東北アジア地域文化論

環境創成計画学

エネルギー創成化学

太陽地球システム・エ
ネルギー学

地殻環境システム創成
学

都市環境・環境地理学

自然共生システム学

応用

資源循環プロセス学
環境グリーンプロセス学 応用

環境無機材料化学 応用 殷　澍（多元研）（片5597）

大野　真之（多元研）（片5816）

岩瀬　和至（工）（片5630）

長谷川 拓哉（多元研）（片5598）

ダデ アミルファド カタユン

（青3584）

連
携
講
座

菅野　杜之（工）（片5816）

応用 西原　洋知（AIMR）（片5627）

環境システム材料学

環境材料分析学 材料 川原　一晃（金研）（片2132） 　

東北アジア地域社会論

大川　采久（多元研）

（片5598）
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区分
教育

コース
教      授 准   教   授 講      師 助教・助手等

石村　学志

永見　光三（特任・グリーン） 久保田　健吾

佐野　大輔（工）

小森　大輔（特任・グリーン）

--
デリマ ケニー バレンタイン シマ
ルマタ（新　　　　）

- 山田　健一郎（助手）（新2424）

-

- 物部　朋子（助手）（新7408）

- 和田山　智正（新2422） 大庭　雅寛（特任）（新2278）

三橋　正枝（特任）（新2239）

宇田　ちぐさ（助手）
三橋　朋子（助手）
一本松　美咲（助手）
高橋　克美（助手）
浮田　美里（助手）

- 劉 庭秀（国文）

国 際 交 流 室

ヒューマンセキュリティ国際連携プログラム -

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

災害科学・安全学国際共同大学院

プログラム（GP-RSS）

教務センター

資源戦略研究センター

情 報 広 報 室

環境研究推進センター

-

プログラム等名

国際環境リーダー育成プログラム

【表中略称】

材料：材料環境学コース 応用：応用環境化学コース 文化：文化環境学コース 災害：災害科学コース

工： 工学研究科 金研：金属材料研究所 流体研：流体科学研究所 多元研：多元物質科学研究所

災害研：災害科学国際研究所 東北ア：東北アジア研究センター AIMR： 材料科学高等研究所 学際：学際科学フロンティア研究所

グリーン：グリーン未来創造機構 放射光：国際放射光イノベーション・スマート研究センター

産総研：産業技術総合研究所 DOWA：DOWAホールディングス 国環研： 国立環境研究所 JOGMEC：エネルギー・金属鉱物資源機構

【各団地特番（内線利用）】

川内・青葉山地区：92（研究棟，エコラボ，工，東北ア，学際） 片平地区：91（多元研，流体研，金研，AIMR） 青葉山新キャンパス：96（本館，災害研）

【外線局番】

川内・青葉山地区：795（研究棟，エコラボ，工，東北ア，学際） 片平地区：217（多元研，流体研，金研，AIMR）

青葉山新キャンパス：752（本館，災害研）757（農学）
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【役   職   者】 

 
研 究 科 長   吉岡 敏明 教 授 
副 研 究 科 長    松八重一代 教 授 
教育研究評議会評議員   壹岐 伸彦 教 授 
研 究 科 長 補 佐   高橋 英志 教 授 
教 務 セ ン タ ー 長    福島 康裕 教 授 
副 教 務 セ ン タ ー 長   坂口 清敏 教 授  
研 究 企 画 室 長   岡本  敦 教 授 
国 際 交 流 室 長   中谷 友樹 教 授 
情 報 広 報 室 長   上高原理暢 教 授 
環境研究推進センター長   岡本  敦 教 授 
資源戦略研究センター長   松八重一代 教 授 
 

専攻・コース主任，副主任 

専攻・コース名 主  任 副 主 任 

先進社会環境学専攻 飯塚  淳 教 授 
坂口 清敏 教 授 
柴田 悦郎 教 授 

先端環境創成学専攻 
材 料 環 境 学 コ ー ス 

成田 史生 教 授 轟  直人 教 授 

先端環境創成学専攻 
応用環境化学コース 

壹岐 伸彦 教 授 蟹江 澄志 教 授 

先端環境創成学専攻 
文 化 環 境 学 コ ー ス 

中谷 友樹 教 授  久保田 健吾 准教授 

先端環境創成学専攻 
災 害 科 学 コ ー ス 

小森 大輔 特任教授 永見 光三 特任教授 

 
  

【事   務   室】 

  
 環境科学研究科事務室長       内線番号：2232 
 環境科学研究科専門員        内線番号：2406 
 環境科学研究科専門職員（教務）   内線番号：2425 
 環境科学研究科専門職員（会計）   内線番号：2234 
 環境科学研究科総務係長       内線番号：2233 
 環境科学研究科教務係長       内線番号：2235 
※外線局番は 752，新青葉山地区以外の他地区内線からは 96 を内線番号の前につけてください。 

 





 

 

 

Ⅷ キ ャ ン パ ス 配 置 図 

 

Ⅷ

キャンパス

配 置 図
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